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第２回智頭町議会定例会会議録 

 

平成３０年６月１８日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．一般質問 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．一般質問 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 都 橋 一 仁        ２番 安 道 泰 治 

    ３番 國 本 誠 一        ４番 河 村 仁 志 

    ５番 大河原 昭 洋        ６番 高 橋 達 也 

    ７番 岩 本 富美男        ８番 中 野 ゆかり 

    ９番 岸 本 眞一郎       １０番 酒 本 敏 興 

   １１番 大 藤 克 紀       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１７名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   矢 部   整 

   企 画 課 長   酒 本 和 昌 

   税 務 住 民 課 長   江 口 礼 子 

   教 育 課 長   國 岡 厚 志 

   地 域 整 備 課 長   迎 山 恵 一 
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   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   福 祉 課 長   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   國 政 昭 子 

   税 務 住 民 課 参 事 兼 水 道 課 長   藤 森 啓 次 

   総 務 課 参 事   福 安 教 男 

   福 祉 課 参 事   山 本 洋 敬 

   病 院 事 務 部 長   矢 部 久美子 

 

１．会議に出席した事務局職員（３名） 

   事 務 局 長   柴 田 睦 子 

   書 記   金 谷 百 恵 

   書 記   河 村 恵太郎 

 

開 会 午前 ９時００分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、７番、岩本富美男議員、

８番、中野ゆかり議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、一般質問を行います。 
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  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 

  なお、一般質問は、会議規則第６１条第４項の規定により、一問一答とし、質

問と答弁を合わせて４０分以内とします。 

  それでは、受け付け順に、これより順次行います。 

  ４番、河村仁志議員。 

○４番（河村仁志）  皆様、おはようございます。けさほど地震がありまして、

大きな災害がないことを祈りつつ、質問に入らせていただきます。 

  議長の許可を得ましたので、通告に従って、順次質問いたします。 

  さて、昨年の改選期から１年となります。私ごとですが、補欠選挙から数えて

２年経過、議会に参加させていただき、日々貴重な経験、勉強をさせていただい

ておりますが、昨年の選挙での公約５項目を私は掲げていますが、１番目に医

療・住民福祉施策の推進を挙げて、活動を現在も行っているところです。 

  さて、今回の質問は、私のライフワークでもありますが、障がい福祉施策につ

いてが２点と、関連して移住定住について１点で行います。 

  国における障害福祉計画に基づき、本年度から第５期障がい福祉計画が本町で

も作成されています。 

  １つ目の質問ですけども、障害者雇用率の件での質問です。この福祉計画の中

にも達成されている部分、いまだ未達成な部分もあります。鳥取労働局管内のハ

ローワークを通じた、平成２９年度の障害者の就職件数は６５９件で、平成２８

年度実績６４８件に比べ１．７％の増加で、平成１５年から１５年連続でまいと

し上回って過去最高を更新してまいっております。 

  このような状況の中、本町は障害者雇用率未達成という状況です。国及び地方

公共団体の法定雇用率２．２％に対して、平成２９年度６月現在で、智頭町役場

の障害者雇用率は１．０１％と目標値に達していません。先の日本海新聞にも団

体名で役場・病院名が公表されていました。 

  また、智頭病院も先ほど申し上げたように、同じく末達成の状態です。平成２

６年６月では３．２８％あった雇用率が、２．３％を割り込んでいます。先ほど

の２．２と２．３という違いは、また年度が変わりますと法定雇用率が上がりま

す。原因ははっきりしませんが、現在は未達成の状態です。 

  この状況の中、町長は「福祉元年、智頭らしい福祉」とお話しされていますが、

現在このような状態です。今後の障害者雇用対策を、どのように考えているのか
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お聞かせください。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  それでは、河村議員の障害者福祉についてお答えいたし

ます。 

  障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法定雇用率につきましては、在職

する正規職員及び１年以上の雇用が見込まれる非常勤職員を対象として、職員数

の２．５％以上、人数では役場が５人以上、それから病院では３人以上の雇用が

義務づけられているところですが、本年６月１日現在の実績では、役場が２人で

雇用率は１％、病院も２人で１．６％となっております。 

  このように、役場・病院とも法定雇用率を達成できていない状況にあり、法の

趣旨からも、行政として障害者雇用に率先して取り組んでいかなければならない

との認識から、役場では近年、障害者雇用に向けた正規職員募集を行っていると

ころですが、毎年応募がない状況であります。 

  現在、障害者雇用率の算定において、臨時職員なども算入することが可能とな

っておりますので、今年度は、さらに障害者雇用に向けた臨時職員募集を行いま

したが、こちらも残念ですが応募がない状況でありました。 

  このため、ハローワークと障害者就労支援団体とも連携して、障害者と職場と

のミスマッチを防ぎ、雇用を拡大させるための体制を活用するなど、まずは、臨

時職員の採用を中心に早期の雇用率達成に向けて取り組むこととしており、現在、

ハローワークを通じて病院の院内作業者募集を行っておるとともに、今後も随時、

障害者雇用に向けての募集を行ってまいります。 

  障害の内容や程度は、障害のある人それぞれ異なることから、仕事の内容や勤

務時間、あるいは環境面など、職場としての配慮が必要であります。そうした配

慮に取り組むとともに、障害者雇用に向けた業務の洗い出しを行うなど、雇用環

境の整備を行い、一日も早い法定雇用率達成を目指してまいりたい、このように

考えております。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  ４番、河村仁志議員。 

○４番（河村仁志）  内容のほうをお聞かせ願いました。 

  今、鳥取県の民間企業の障害者の雇用率は２．１６％で、民間のほうはもう法
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定雇用率を上回っているということで、先ほど町長おっしゃられましたが、病院

が３人、役場が５人ですかね。ということは４５．４人に１人くらいの障害者の

方を雇用しなければならないというような状況だと思います。 

  先ほどもお話がありましたが、やはり職安、ハローワークや職業センター、障

害者の就労支援センター、しらはまさんという厚生事業団なんですけども、そう

いうところと連携しながら、先ほど申されたように臨時雇用等々に努めていただ

けたらと思いますし、やはり町長もおっしゃられたように障害にはたくさんの種

類がありますし、十人十色、百人百様でさまざまです。 

  そういったことも考えながら、障害特性を生かした仕事探しを行っていただき、

雇用に結びつけるということは課題だというふうに考えているところですけども、

先ほども話がありましたが、内容としましてはパソコンの入力とか文書の仕分け

といった、結構オフィスアシスタント業務が頻繁に採用されているようです。こ

のような雇用体系で、よく公共団体にも使われていますし、アシスタント業務な

どは発達障害の方の障害特性等々にも対応できる職種です。好事例もありますし、

私ごとですが当事業所のほうも、そういった実績をもとに現在７５名の方を一般

就労させております。 

  こういったこともありますので、また、身体障害・知的障害の方々の適性を判

断していただいて、雇用してもらえたらなというふうに考えて、そうすれば可能

性とすれば広がるのかなと。智頭町の障害者の手帳を持っておられる方が、大き

く変わってないと思うんですけど大体７００人近くいらっしゃると思います。人

口の約１割。いきなり雇用達成は難しいとは思いますけども、やはり行政が模範

を示しての施策だと思いますので、今後は雇用率達成に向けてさらに取り組んで

いただきたいと思いますが、このことについてどのようにお考えですか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは、法的なものですから、我々も決しておろそかに

しておるわけではございませんが、応募しても応募に応じてもらえないという現

状がございます。 

  いろいろあるでしょうけども、やはり役場というと何か遠慮されるのかなと。

自分で本当にできるかなとか、いろいろ障害者の方自身が、何かそういう遠慮さ

れるのがあるんじゃないかな。もしそうであれば、もう少し丁寧にこういう仕事

がございますとか、こういうことはやってもらえないでしょうとか、積極的に町
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のほうから声かけでもしないと、なかなか応募だけでは難しいのかなというよう

な感じもしないでもございません。 

  いずれにしましても、この仕事の内容等々、あるいは例えば車いすですと２階

には到底無理ですし、そういうことも加味しながら、むしろ丁寧に応募の要項を

お伝えしながらやっていきたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  河村議員。 

○４番（河村仁志）  第４期福祉計画では、「障害者の雇用に関する啓発・広報

に、ハローワーク等の雇用機関と協力して」というふうにありますので、なかな

か募集がないと思います。なので、やはりこういった公共機関と連携をしながら

率先していただけたらと思います。 

  やはり、目に入っていくと、だんだん智頭町も福祉のほうに力が入っているの

かなということもありますし、少し前ですが僕のほうも発言させてもらって、今、

役場の玄関の前が非常に車がなくなってすっきりしております。ああいったこと

も福祉の施策ですし、久しぶりに町長の選挙公報というものをコピーさせてもら

って見させてもらってますが、やっぱり一番最初に福祉の充実というようなこと

も書いてありますので、福祉のところはよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、関連して第２問の質問に入らせてもらいます。 

  平成２５年４月施行の「障害者優先調達推進法」に基づく物品調達の件ですけ

ども、これも同じく４期の障がい者福祉計画に、「法に基づき、まちや、まちの

関係団体での物品発注や役務の提供に当たっては、障害福祉サービス事業所等を

積極的に活用し、障害者の経済的自立を支援します」と記載してあります。第５

期の計画には、目標金額とか数値が全く設けていないように見受けられました。 

  やはり、地元の福祉施設等々と一部役務として、どうだんつつじ公園の清掃業

務などがどうも委託してあるようですけども、智頭町のほうでは、この他にどの

ような役務・物品購入の実績があるのか、実態をお聞かせ願えませんか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  優先調達促進法ということでありますが、調達状況につ

きましては、ふれあい橋あるいはどうだん公園、歴史の道各施設の清掃業務及び

ひまわり会館の管理業務のほか、事業啓発物品や事務用消耗品の購入などをして

おります。また、病院においても洗濯業務委託のほか、食堂の運営についても委

託をしております。 
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  このように、できる限りのところはお願いをしておるという状況であろうかと

思いますが、これからもまだまだこれ以上なことをしないと、というふうに思っ

ておりますので、これからも追及をしていくというふうに考えております。 

○議長（谷口雅人）  河村議員。 

○４番（河村仁志）  内容のほうは今、お聞かせ願えたんですけども、目標値と

して掲げてもらって、ほかのこともそうなんでしょうけど、やっぱり目標に対す

る達成度というか、そういった目安があれば、なおわかりやすくていいのかなと

いうふうに思っております。 

  先ほどの話にも関連するんですけど、障害特性がいろいろあったり、事業所の

規模とかもありますので、やたらめったら何でもかんでもできるというわけでは

ないと思いますけども、やはり連携しながら極力数値目標を挙げていただいて、

他の市町のほうも数値目標は挙げてあるところがあります。そうしていただける

とわかりやすいのかなというふうに思います。 

  公共施設の掃除や役務、催事の物品調達、準備の役務など、いろんなことがあ

ります。ただ、弁当とかいろんなそういった嗜好品の絡むところは、やはり共用

できませんので、先ほどの質問にも関連しますが、事務関係のこととかというも

のがやっていけたら、金銭的に収益に結びつくというふうに思いますので、ご検

討いただけたらと思います。 

  ３番目の質問に入ります。 

  昨年の６月定例会の私の一般質問の答弁で、平成２２年の国勢調査から平成２

７年の国勢調査までに転入は４０％、転出は１５％で一定の効果が出ているとい

う移住定住策をお聞かせ願いました。 

  もしそうであれば、結果が出ているのであれば、その結果に基づき、移住はも

とより定住で生活拠点は智頭に住み続けてもらい、智頭町で子育て、教育、医療、

介護等の充実をさらに強力に計画実施して、就労勤務地は町外・県外でいいと思

いますけども、地元智頭のほうに住みやすくしてもらう、現在の町民の皆様に対

しての意見の中にも、やはり定住策として、昨年度までに措置していただきまし

た改修の補助等々のお話もよく出てきます。 

  移住定住促進事業の住宅改修事業ですけども、今年度当初予算のときに、平成

２８年度までの措置なので今年度は行わないというようなことの回答をいただき、

ただし、アンケートなどを行って、必要があれば再検討するとの返事だったよう
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に記憶しております。まだ、そのような動きはないのか、どうなのかというとこ

ろをひとまずお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議員のご質問は移住定住策の現在の状況というか、見通

しというようなことであろうかと思いますが、今もって若年層の東京一極集中は

さらに拡大している状況であります。これは全国的な状況でありますが。そうい

った中で、社会保障とか人口問題研究所の推計では、過疎地域等をはじめとする

地方圏においては、より著しい人口減少が進むことが予想されておるということ

になっております。 

  議員もご存じのとおり、本町は平成２７年８月に総合戦略を策定し、平成５２

年の目標人口を５，０００人と定めております。この目標達成には、合計特殊出

生率の上昇や、あるいはＵターン施策等を積極的に行うことが必要であると明記

しております。 

  このために、住宅支援あるいはリフォーム助成、それから宅地取得及び家賃助

成や、それから受け入れ自治会等の支援を行っており、近年の移住者を見ると、

平成２２年から企画を経由した移住者は、平成２６年の２２世帯５３人をピーク

に、現在では年間平均９世帯２３人が移住し、問い合わせについても年間平均で

約１００件程度ございます。また、平成２７年の国勢調査の結果では、本町の人

口は７，１５４人で、総合戦略策定時における人口推計６，９３３人と比較し、

２２１人の増加となっておる状況であります。 

  人口増への道は難しい状況の中、第７次総合計画でも記述しているように、町

民個々が活気に満ちあふれた、誇りを持てるまちづくりの継続を可能とする「幸

せな減少」を目指す中で、本町の強みである地域力の向上や、それから担い手育

成を強化するとともに、本町の魅力を積極的に発信して、本町を訪れていただく、

いわゆる交流人口や、地域や地域の人々と多様にかかわる関係人口をふやし、今

後も緩やかな減少を維持していくための施策を展開してまいります。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  河村議員。 

○４番（河村仁志）  はい、承りました。 

  やはり、移住定住も福祉という意味合いが強いと思います。揺りかごから墓場

までで、亡くなった後も智頭の空に帰れる環境づくりということも大切なのかな
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というふうに思います。 

  先ほどありましたように微増だそうですし、生まれてこられるお子さんのほう

も、少しずつふえているというような状態だったと聞いております。そういう状

況の中からアンケートを行って、本当に住民のニーズを聞き取りされるとかとい

うおつもりはございませんか。お聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  アンケートもさることながら、これはこの役場内で我々

がどういうふうにやったら、移住定住というものに対してのストップがかけられ

るかというようなことを、まずアンケートをする前に考えなければいけないとい

うことを思っております。 

  今から数年前に智頭町は定住策として、全国でもどこでもやっていないような

大胆な定住策を打ち出しました。これは、新聞等々にも出ましたけども、何十年

も使っていない、塩漬けになっておる智頭町の町有地を無償で提供したと。これ

は非常に斬新的な、当時はいろいろ議論がございました。町有地、町の財産を無

償でということがありましたけども、結局何十年も使っていない、これからも使

えない土地を思い切って定住策として、町の人が出ていかないために無償で提供

しようと。そのかわり、建物を建てるときには智頭町の工務店、あるいは智頭杉

を使ってほしいということで３カ所やりましたところ、３人の若者が手を挙げて

定住して、そしてその若者が結婚して６人になったと。結婚して今度は子どもが

できて、９人ともう１人今、できると。 

  当時は、非常にセンセーショナルな、新聞等でも発表されましたけども、やっ

ぱりある程度、移住とか定住というのは思い切った施策をやらなければいけない

と私は考えております。移住に対しても、ただいらっしゃい、いらっしゃいと。

智頭町にいらっしゃい、いらっしゃいで、果たしてそれでいいかどうか。来てい

ただく以上は、こちらも本当に腹をくくって受け入れないといけないと。 

  このあたりをしっかり、町として責任を持って定住してもらうということであ

ろうかと思いますので、これからいろいろアンケートの前に、町としてこういう

ことをやりたいと。こうあるべきだということを議員の皆さんにお知らせして、

そして、例えば、本当に移住してきていただく人があれば、もっともっと町有地

を提供するとか、あるいは建物を２０年すれば、もう無償でこの建物も提供しま

すよ、ぐらいの腹をくくった移住策をやらなければと思っておりますので、その
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あたりはまた、皆さんと相談しながら進めていきたいと、このように考えており

ます。 

○議長（谷口雅人）  河村議員。 

○４番（河村仁志）  お聞かせいただきました。 

  智頭らしいという表現で、よく町長のほうが智頭らしいとかっていう抽象的な

言い方になるかと思うんですけども、おっしゃられることがよくあります。 

  やはり、本気で受け入れるということであれば、地域資源としての他の町村に

ない魅力としては智頭病院があったり、福祉課も病院の中にあったり、「ほのぼ

の」のシステムとしてあるわけですから、自治体として住民福祉に力を注ぐとい

う意味でいけば、僕にはもう少し福祉、ですから難しいかもわかりませんけども、

出産から子育てですね。本当にそれも難しいことなのかもわかりませんが、病院

の中の小児科とか、産科のほうの充実に挑戦してもらい、出産・子育てなどで若

い世代を安心して担保するシステムをつくって定住してもらう、移住してもらう。 

  そういった中で、当然ですがそうすることによれば、高齢者の方の見守りとか

安否とか、いろんなコミュニティのシステムができると思うんです。そういった

ことも考えていただいて、やはりいのちねさんという活動も、他に類を見ないも

のがあります。よく誤解されていますが、僕はいのちねさんの中原の物件がだめ

だと言っているだけで、いのちねさんの事業自体は僕はすばらしいと思っていま

す。 

  ちょっとずれますけども、あそこの物件も何遍も言うように、なかなか用途変

更だったり、建築確認だったり、基準法だったりということで非常に難しいです。

進入路もないようですし。なので、せっかくいいシステムでやられるなら、いの

ちねさんがあの中原の家をと言われますけども、そこはちょっと町のほうが、も

う少しほかの使いやすいところをやってもらうとか、病院のほうで小児科・産科

のほうの充実をして、それにいのちねさんと連携してもらって、本当に進めやす

い状況が、智頭のまちにできてからでも遅くないのかなというふうに思います。 

  リフォーム助成の件ですけども、やはり地元の業者さんが潤う事業で波及効果

もそれなりにあって、２０万だからどうのとか、４０万だからどうのではなくて、

その助成金があることによって１つの後押しというか、思いつくことにつながる

と思うんです、住宅の改修事業等の。そうすれば、先ほど申し上げましたように、

ほかの業者の皆さんとかにも効果があって、にぎわいが増し、また、商工の産業
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振興にもつながるのかなというふうに思っております。もう一度、そこら辺の思

いを聞かせてもらえませんか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今、いのちねということでお話しになりました。その事

業というのは、議員は賛成をすると。 

  確かに、今、非常に注目されておるのは、本当に命というものを若い人は本当

に考えているかと。ただ、軽い気持ちで結婚して、子どもを産んで、そして産ん

だけども育て方がわからない。この間も不幸な出来事がありましたね、５歳の女

の子。ああいう人がどんどんふえてきておるという中で、本当に生まれる命とい

うことを、もう少し真剣に考えないといけないのではないか、これがいのちねの

一番の底辺の考え方であろうかと思います。 

  それには賛成するんだけども、あの建物が余りよくないと。しかし、我々も古

民家再生ということで、本当に古民家だけを扱っておるプロフェッショナルに来

ていただいて、これを改造すればもとに返ると。その古民家を回生して、本当に

原点の生というものを考えることに対して、日本財団が非常に共鳴をしてくれた

と。これは、鳥取に来ている日本財団ではありません。これは、また別の東京か

ら。 

  先般も東京からわざわざ来ていただいて、そして私と話をしましたが、ぜひで

き得るならば議会の皆さんの賛同を得て、前に進んでほしいというようなことも

財団の口から聞いておりますし、いまだに約束ですから、これは医者がいないと

できない。これも最初スタートから、医者がいないで事業を進めるという誤解が

生じて、そのまま引きずって何かこうぐちゃぐちゃになった経緯がございますけ

ども、決してそうではない。ちゃんとした医者を待機させてということは、全く

ぶれておりません。 

  また、４月には私は直にその先生とお目にかかって、この事業の展開を日本財

団、あるいは県も賛同してくれていますので、県等々一堂に集まって１回おさら

いをしながら、話し合いながら、そして最終的には議員の皆さんに、この事業を

審査していただくということになろうかと思いますので、ちょっとこのいのちね

が急に出てきたんですけども。 

  要するに揺りかごから墓場までという、本当に現在、何かこう余りにも物事が

進歩し過ぎて、本当に進歩し過ぎて、一番大事なことを忘れ去っているような気
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がしてなりませんので。せめて、９３％この静かな山合いの我々はですね、本気

で命というものを都会に向かって、もう少し命を大事にしましょうと。これは、

山から発する叫びだというような思いで、これから日本財団、あるいは県、ある

いは銀行等々で話し合っていきたいと、このように思っておりますので、ぜひと

もまた報告しますので、議員の皆さんにはご理解いただきたい、このように思い

ます。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  質問、答弁ともに申告の趣旨から少しずれておりますので、

申告に従って、申告どおりの質問、答弁を求めます。 

  それでは、河村議員。 

○４番（河村仁志）  はい。質問の趣旨からずれたということですが、私の思い

としたら余りずれていないように思っていたんですが、どうもきょうも同じポロ

シャツの色なので、町長と意見がよく合うのかなと思ってまして、済みません。 

  ちなみに、先ほど言われたように、やはりこの子どものサドベリーの件とか、

いのちねさんの件とか、鳥取県のこの旬刊政経レポートというのに、こうやって

記事で載っております。 

  なので、質問の趣旨に戻りますけども、こういったことも伝えられている、智

頭の魅力というものがあると思うんです。先ほど申しましたように、やはり移住

定住策も福祉という部分ですので、病院があれば、病院の地域資源を有効活用し

てもらったりしながら、保育園もあり、小・中、農林高等学校もあります。こう

いったこの強みをオール智頭で、智頭町のリーダーシップで、智頭町長の寺谷町

長のリーダーシップで、現在未来の町民の住みよさを検討していただくように、

ひとつよろしくお願いしたいということで、少しだけ聞かせてもらって終わりに

したいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私も精いっぱい、この町のために頑張る、まだ気力はご

ざいます。いかんせん、無から有を引き出すというのは非常に難しいことです。

賛否両論もありますし、反対なさる方も多々あります。しかし、この智頭町の将

来を考えたときに、どうしてもこれは必要と思うことは一生懸命前に向かってや

るということで、ゼロから物事を進めるというスタンスはまだ衰えておりません

ので、これからも頑張っていきたいと、このように思っております。 
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○議長（谷口雅人）  河村議員。 

○４番（河村仁志）  はい、答弁ありがとうございます。以上で、私の質問を終

わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、河村仁志議員の質問を終わります。 

  次に、大河原昭洋議員の質問を許します。 

  ５番、大河原昭洋議員。 

○５番（大河原昭洋）  通告に従いまして、林業への就労促進について質問をさ

せていただきます。 

  本町の９３％が森林面積を占めている中、現在、町内人工林の多くが成熟期を

迎えており、この豊富な森林資源を活用し、林業振興を進めていくことは本町に

とって重要な課題の１つであると考えています。 

  今後、このような林業振興の取り組みを加速度的に進めていく上で、その要と

なるのはあくまでも担い手の確保であり、即戦力となる実践的な技術と知識を身

につけた林業従事者の育成は、喫緊の課題であると感じています。 

  そこで１つ目の質問ですが、就業希望する若者の裾野を広げるためにも、林業

知識や技術習得に専念できる環境を整え、本町の次世代の林業・木材産業をけん

引するすぐれた人材育成を目的に、森林大学校や林業アカデミーを設置する考え

はないか、町長の所見を伺います。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  大河原議員の林業への就労促進について、お答えいたし

ます。 

  これからの智頭林業のあり方を考えていく上で、後継者の確保や育成は欠くこ

とのできない重要な課題であります。これに対応する制度として、林野庁の緑の

雇用による林業事業体での研修制度があり、このような公的な制度を活用しつつ、

林業作業に必要な知識や技術を習得するのも１つの有効手段であります。 

  本町では木の宿場プロジェクト、それから智頭の山人塾、それから智頭ノ森ノ

学ビ舎による技術習得や、学びの機会を提供しているところであります。このよ

うな場を活用しながら、今まで山に目を向けたことのない人を少しずつ巻き込み

ながら、徐々に底辺を広げていくといった取り組みについて、今後も引き続き支

援していきたい、このように思っております。 
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  議員のご提案につきましては、昨年４月に兵庫県立森林大学校が開校し、また、

日南町において林業アカデミーの開設に向けた準備が進められていることは承知

しております。本町においては、一足飛びにそこを目指すのではなく、先ほど申

し上げた取り組みをステップアップさせつつ、将来にどのような形態での人材育

成を行うべきなのか、しっかりと検討していきたいと考えております。 

  いずれにしましても、これから智頭の山とどのように向き合っていくか、子や

孫の世代にどのような山を残すのか、若い後継者をみんなで育てようといったこ

とについて、森林所有者や林業関係の皆さんとともに考えながら、国の重要文化

的景観にふさわしい山づくりを皆さんと一緒に進めていきたい、このように思っ

ております。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  確かに、先ほど答弁にありました木の宿場プロジェクト、

それから森ノ学ビ舎、山人塾、林業塾というのも、そういうものに当たるのかな

というふうに思っております。このあたりを開催してきたことによりまして、林

業に興味があってもなかなか一歩が踏み出せなかった人であったりとか、素人さ

んというような方々に門戸を広げてきたというふうにも思いますし、就業希望者

への参入へのハードルも低くしてきたのではないかなというふうに思っておりま

す。 

  先ほど挙げた森ノ学ビ舎等々の取り組み、全国各地にある森林大学校や林業ア

カデミーのカリキュラムの中身を見ますと、やはり含まれているということで、

それに沿った形で本町も進めているのかなというふうにも思うところはあるんで

すけど、やはり町長の進めようとしている林業政策をより発展させるためには、

この１つの拠点に集約化させるということが、より近道になるんじゃないかなと

いうふうにも思うところもあるんですけども、そのあたりの見解はいかがでしょ

うか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議員のおっしゃることは全くそのとおりであろうかと、

私も理解できます。確かに、今、申しましたように、例の兵庫県の森林大学校、

こういうものもできました。それから日南でもこれからアカデミーやるというこ

とでありますけども、むしろ私はそういうところで２年間勉強された方を、確か

２０人程度の規模の募集だと聞いておりますけども、２年間２０人、４年間で４
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０人、８年間でという、そういう２０人、２０人、２０人がふえてくるわけです

ね。むしろ、そういう方を智頭町が優遇して、こっちのほうに引き寄せてくると

いうほうが、何か早いんじゃないかなと。 

  皆さんにも理解していただいたことに、実は本当にこれから山に行く人がいな

くなってしまう。これはもう、宝の持ちぐされに終わってしまってはいけないと

いうことで、若い人たちの自伐林家、そういう方に一部町有林を無償で提供しま

しょうと。いずれにしたって、町有林は町が管理しなきゃいけないわけですから、

いずれにしてもそういう場所を少しずつ提供しながら、業務に励んでいただいて

ステップアップしてもらうと。これも非常に斬新的な智頭町の施策で。その中で

どんどん若い人が伸びてくるということ。 

  それに、今では非常に智頭町は、かなりそういう面では先進的だなというので、

聞いてみますと、大学を出た方が今回入ってこられたり、そういう林業をやりた

いという人が徐々にふえてきておるということがありますので、議員と一緒の思

いは思いなんですね、基本的には。これから人がいなくなったらどうなるのとい

うこと。 

  ですから、そういったことをにらみながら、むしろそういう学校で修行された

方をこちらに来ていただく、あるいはまちに就職してもらう。特に、林業の分野

でプロフェッショナルをこれから育成しなきゃいけないわけですから、そういう

ことも加味しながら、そういったことの目を離さないで、卒業生をこちらに優遇

するというような手もあるんじゃないかなと、こんなことも考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  確かに町有林を提供して、若者の育成をやるということ

はいい取り組みだというふうに、私も感じておりますし。 

  ことしの３月に先ほど町長の答弁にありました、森林大学校です。地元の地区

振興協議会で、視察で行かせていただいたんですけども。これは山人塾の塾長の

山本福壽先生が、この春４月からそこの講師になられるということで叶ったんで

すけども。 

  そこに行きまして感じたことの中に、国の給付金が受けられやすくなるという

ことで、学生にとって就学費用が余りかからないという利点。それから、私が思

うに、智頭農林高等学校の卒業する生徒が、やっぱりもっと林業を勉強したいと
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いうふうに思ったときに、進学先の選択肢ということの広がりにつながるのでは

ないかということ。何より、林業の人材育成を推進することによって、先ほど同

僚議員も触れられておりましたけども、若者の定住とかそういうことにもつなが

ってくるのではないかなというふうに思っております。 

  ちょっと欲張りで、飛躍し過ぎている部分もあるかもわかりませんけども、私

が言っているのは、どうしても町立で開設しなさいよというようなことを言って

いるわけでもなく、全国各地を見ますと、やはり大学校にしろアカデミーにしろ、

やはり県立という、そういうようなところがほとんどだろうというふうに思って

おりますので、予算的に考えても当然そういうことだろうなというふうに、私も

思っております。 

  町長の答弁に先ほどありました。折しも、今回智頭の林業景観が国の重要的文

化景観ということで、選定されたというようなタイミングでもありますし、我が

まちにとって全く不必要ではないというふうに思っておりますので、いろいろ町

長の思いもあるとは思いますけども、いろんな面でプラスになることの要素が多

いなというふうに、私も感じておりますので、県のほうと連携して調査・研究を

ちょっと進めていただければなというふうに思うところがありますので、このこ

とを求めまして次の質問に移らせていただきます。 

  智頭町の林産資源を生かす目的で、地元産の銘木で終末を迎える杉の棺おけを

製作する考えはないかという質問でありますけども、ここで言う棺おけは、現在

でも言葉としては残っておりますけども、実物はもうほぼ目にすることはなくな

ってきておりますので、ここでは長方形のお棺、いわゆる柩というようなご理解

で、町長の所見を伺いたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  ９３％の山を持つ智頭町ですから、非常に杉は豊富にあ

るという中で、こういう議員は思いをなされたんじゃないかと思いますが、林業

振興を図っていく上で、いわゆる出口対策といいますか、は非常に極めて重要な

課題であって、まさに議員ご提案の杉の棺おけも、非常におもしろい発想だと思

います。 

  調べてみますと、日本では年間約１００万人以上の方が亡くなっておりますし、

厚生労働省の推計で２０３９年には１６６万人という方が亡くなられる、これが

ピークを迎えるということであります。 
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  実は既に、本町と協定を結んでおります坂本龍一さんのモア・トゥリーズが、

杉の棺おけを商品化していらっしゃいます。そういった情報を参考にしながら、

検討することはやぶさかではございません。議員の提案の中の智頭杉でという、

智頭杉の場合は非常に大径木が多くございまして、銘木が多いという中で、何か

こう智頭杉の銘木を棺おけにして燃やしてしまうというのが、何かちょっと残念

なような気がするのも事実であります。それもそうでしょうし、また人の目につ

くとか、この大径木の智頭杉の銘木を人の目に触れるものとか、人が利用するも

ので使い続ける方法もあるんじゃないかと。 

  いずれにしろ、棺おけを否定するわけでもございませんけども、これから正直

に国がいよいよ動き始めました。ご存じのように、今までなかった林業の贈与税

的なもの、税的なものがいよいよ始まると。それに加えて智頭町では、本町では

初めて、江戸時代から平成の時代までほったらかしであった林業という中で、智

頭町が国の重要文化的景観、智頭町が林業地といいますか、景観地だということ

を初めてこのたび認定していただきました。 

  よく使う言葉ですけども私が、いよいよ林業の出番がきたと。長い長いトンネ

ルでしたけども、やっぱりその間、必ずいろんな我慢して我慢して、材が安いと

きにもそれでも我慢して、もう山なんかやめようと言わないでやってきたことが、

やっと今、これからいよいよ実を結ぼうとする時代に突入してきたということで、

これから智頭の今、おっしゃる智頭の材の使い方というものを真剣に考えないと

いけないと。ただ、１本切って高かった、安かった、一喜一憂じゃなくて、本当

に付加価値をどうつけるか。この銘木を大径木、どう付加価値をつけて世に出す

かというのも大きな課題であろうかと思いますので、それも議員の意見も踏まえ

て考えてみたい、このように思っております。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  出口対策という言葉がありましたけども、まさにそうい

う思いでこの質問をさせていただいておりまして、これまでに本町では地元の木

に親しむという木育ですね、というのにしっかりと取り組んできましたし、木材

協会の女性部や、智頭農林高等学校の生徒が手づくりで赤ちゃんの誕生祝いとし

て、木のおもちゃをプレゼントするというような取り組みもしてきております。 

  それから、木製のベンチやアニマルベンチ、同僚議員がお孫さんのために買わ

れたというふうな話も聞いておりますけども、これは森林組合で木工製品として
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用意されておりますし、棺おけに関しましては私が聞いている限りでは、もうほ

とんど市場の９０％以上が中国産だというふうにも聞いておりますので、この提

案はまさに智頭町にとって、地産地消になるんじゃないかなということも思って

おるところです。 

  それから、生まれてすぐに木に触れる活動ですね、赤ちゃんがそういう活動、

ウッドスタートというふうに呼ばれておるということはご存じのとおりですし、

この地元産の木で終末を迎える試みはウッドエンドと呼ばれているそうです。 

  智頭に生まれ育った私たちのような者、それから縁あって智頭に嫁いでこられ

た方、それ以外にも来られた方が誰しもがこれは避けられない、避けられない最

後を地元の智頭町の杉の木に抱かれて旅立っていくということができれば、本人

さんもですけども、家族も本当に何とも言えない喜びがあるんじゃないかなとい

うふうに思っておりますので、全国的にもモア・トゥリーズがそういうことを取

り組まれておるということでありましたけども、まだまだ珍しい取り組みであろ

うかというふうに思っておりますので、前向きに検討していただくことを求めま

して、次の質問に移らせていただきます。 

  小学校英語教育についてお尋ねします。国は社会の急速なグローバル化の進展

により、国際共通語である英語力の向上は、日本の将来にとってとても重要であ

るとして、２０２０年度から小学校５・６年生の英語教科化が完全実施されるこ

とになりました。 

  そこで、１つ目の質問ですが、これまで小学校で行われてきた英語教育におい

て、今年度から、２０２０年度の本格実施を見据えた、英語教科への移行期間ス

タートになりますが、これによって授業内容はどのように変わるのか、教育長の

所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  おはようございます。私のほうから一般質問の前に、け

さ方地震がありました。震度２ということでしたけども、情報収集いたしまして、

保育園、小学校、中学校、ともに子どもたち、施設ともに被害はなしということ

で報告を受けておりますので。 

  大河原議員の小学校での外国語活動と、外国語の教科化についてお答えをしま

す。 

  国は、グローバル化が急速に進展している現状に対し、今までの学校教育では
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なかなか身につかなかった使える英語力を、小学校から大学入試までの一貫した

英語教育で行うことによって、子どもたちにきちんと身につけられるようにして

いこうとしております。 

  具体的には、今まで小学校５・６年生が外国語活動が必修となっていたものを、

それにかわり外国語教科が導入されました。また、もう一つの大きな変化は、今

まで行われていない小学３・４年生で外国語活動が導入されたことです。 

  国では、小学校次期学習指導要領の実施に向けて、移行期間を２０１８年、平

成３０年度と２０１９年、平成３１年度とし、２０２０年度から完全実施するこ

ととしています。このような中、本町では２０１８年、本年度を先行実施期間と

して、２０１９年、来年を完全実施することとしております。 

  外国語活動というのは、英語の音になれ親しむこと、コミュニケーション能力

に対する関心・意欲・態度を育てることなどを目標としていますが、それに対し、

教科の外国語は、英語によるコミュニケーション能力の基礎を養うことが目標で

あり、具体的には英語のスキルを育てることが主眼が置かれています。 

  なお、５・６年生の外国語活動が教科化として外国語になるわけですが、文字

に触れるので難しくなるというわけではございません。その前の３・４年生に外

国語活動が導入され、聞く・話すをたっぷり体験した後に、５・６年生の発達段

階にふさわしい形での文字の読み書きに進むことになります。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  結局、今までは５・６年生だけだったんだけども、５・

６年生が教科化になることによって、３・４年生に外国語活動を移していくとい

うような格好になるのかなというふうに思いましたし、確か３月の当初予算のと

きに、ＡＬＴ外国語指導助手を、現在智頭町には１名いらっしゃるんですけども、

これを８月ぐらいからだったと思いますけども、２名体制に充実させて、保育園

からそういうふうになれていくというような活動をスタートさせるんだというふ

うに、教育長のほうから説明があったのを記憶しておりますけども。 

  このＡＬＴを活用しながら、学級担任とともに連携して授業を行っていくとい

うことに、今後なっていくのだろうというふうに思いますけども、答弁を聞く限

り、やっぱり英語の授業時間というのが、これからふえるんじゃないかなという

ふうに思いましたし、そうなると、小学校全体の授業時間といいますか、他の教



－２０－ 

科も含めたトータルの授業時間がふえるということになるんですか。そのあたり

はいかがですか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  本年度の予算に計上しておりますように、ことしの夏か

ら外国語指導助手、今、言われましたＡＬＴの体制を１名体制から２名体制にし

まして、小学校・中学校それぞれにＡＬＴを専属配置することで、学級担任プラ

ス英語指導助手のＴＴ、チームティーチングを複数の先生体制ということになり

ますけども、の外国語の授業数がふえることとなります。 

  これまで小学校では、ＡＬＴとのかかわりは授業のある高学年を中心にやって

おりましたけども、２学期からは教職員の１人としてＡＬＴが毎日学校にいます

ので、学校行事や休憩時間など日常的に子どもたちと触れ合うことになります。 

  なお、このように道徳がふえ、英語がふえということで、小学校のほうも時間

数の調整がなかなか難しいところですけども、智頭小学校では金曜日の授業数を

６校時から７校時にふやして、このふえる時間数に対応することとしております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  先ほど教育長も言われました道徳も、教科化がこの４月

から、また、英語のほうもこの４月からということで、必修科目がどんどん小学

校の現場でふえていくというふうな状況の中で、やはりちょっと心配するのが、

これまでの国語や算数や理科、社会というような、今まで子どもたちが習ってき

たものがおろそかになりはしないのかなというように、金曜日が６校時から７校

時にふえたというふうに言われましたけども、それだけで本当に対応し切れるの

かなというのを、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  いろいろと今回の教科化でやり方はあるわけです。時間

数を４５分を４０分に縮めるとか、それから、総合的な学習の時間数を削るとか、

いろいろと他の市町ではやられているようですけども、智頭町では６校時分のと

ころを７校時にふやして対応すると。 

  とてもタイトなスケジュールで、子どもたちもとっても忙しい、先生も忙しい

ですけども子どもたちも忙しいわけですが、やはり将来を見据えて、この英語力

をつけようというねらいからすると、やはりそういうところは仕方ないのかなと、
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そのように感じております。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  学校現場でのトータルの時間というのは限られておりま

すので、ほかの教科との奪い合いにならないように、十分注意していただきたい

と思いますし、英語の授業時間は、来年度から本格教科化を本町は進めるという

ことでありますので、多分来年度からもっと授業時間がふえてくるんじゃないか

なというふうにも思いますので、学校現場、特に教職員の皆さんが負担増になら

ないように、その辺の対応策も十分検討しながら、今後進めていただくことを求

めまして、関連して次の質問に移らせていただきます。 

  小学校英語の正式教科化に向けて、小学校・中学校の連携がさらに求められる

と思いますが、今後どのようにして英語教育の充実を進めようと考えているのか、

教育長の所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  先行実施ということで、本年度は小学校の３・４年生が

１６時間以上、それから、５・６年生が５１時間以上の移行措置で取り組むとい

うことですけども、来年度は３・４年生が３５時間、週に１時間、それから、

５・６年生は週に２時間の７０時間という形で、完全実施されることとなってお

ります。 

  小中学校の連携がさらに求められるがということですが、小学校、中学校、そ

れから高校、大学入試、全てに共通しているのは、知識としての英語から、知識

を活用して使う英語へと変わるということです。そして、小学５・６年生で教科

として英語を導入することによって、小学校で学ぶことと中学校で学ぶこととの

連携が、これまで以上にスムーズにしていこうということがねらいであります。

中学校では既に、高校で実施されている英語で授業を行うことを基本とする、日

本語を使わずにフルで英語でという指導の方向性が発表されております。今が今、

フルでというわけではないですけども、そう向きにもっていこうということです。 

  変化のポイントは、先生方が一方的に英語の単語や文法など知識を伝達する授

業から、生徒が自分自身で英語をしっかり使う授業にしていこうというところに

あります。２０２０年度以降は、小学５・６年生ではこういうふうにやっておく、

中学１年ではこういうふうにやるというふうに、ある程度系統的に組み立てられ

るようになりまして、それに沿って教科書もつくられることとなります。 
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  本町では、このような状況に先駆けて小中合同授業研究会の開催、それから、

校内授業研究会や参観日などでの公開学習での情報提供により、教員同士がお互

いの授業を見合うなどで、小中学校の連携を深めてまいりました。また、小学校

を対象とした英会話教室を平成２６年度から導入しているほか、ＡＬＴによる小

学校１年生を対象とした英語による読み聞かせ活動、中学校の英語教師による小

学校への出前授業、小学校６年生の中学校への体験入学、このようなものも取り

組んでおりますし、先ほど申しましたＡＬＴの１名から２名体制、そういうよう

なことで対応してまいりたいと考えております。 

  それで、智頭の子どもたちがグローバル化への第一歩となるよう、活動方法を

工夫したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  本当に小学生も忙しいなと思っておりまして、今年度か

ら先ほど説明にありましたように、５・６年生が行われた英語を楽しむとか親し

むというところを、３・４年生に前倒しスタートさせて、現在中学校で学習して

いる内容を小学校の３年生から６年生に移行させて、中学校では高校で学んでい

たやつを中学校でやっていくというような感じで、どんどん前倒しがスタートさ

れてきているのかなと思います。 

  確かに、英語教育のタイミングというのは、早ければ早いほうがいいというふ

うにも言われているのは確かだと思いますけども、最近の社会を見ますと、日本

語の言葉の乱れといいますか、日本人、特に表現力であったりとか、コミュニケ

ーション能力というのでは欠けているというふうに言われておりますので、とは

いっても英語を学ぶ前に、日本語をしっかりと教え込まなければならないんじゃ

ないかという考え方もあるのは、そういうふうな意見があるということも教育長

もご存じだと思いますので、このあたりについて教育長の見解をちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  議員ご指摘のように、私たちの母国語である日本語の習

得は、外国語教育とあわせて非常に重要だと考えております。自国の文化を知っ

て、外国に向けて発信したり、また、外国からいらっしゃった方に自分たちの地

域を紹介するということは、非常に重要となってきます。 
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  現行の学習指導要領でも、外国語活動を通して、外国の文化のみならず、国語

や我が国の文化についても、あわせて理解を深めることができるようにするとあ

ります。また、新学習指導要領の外国語でも、日本の文化などについての理解が

深められることは変わっておりません。 

  智頭小学校では、開校以来、国語を中心に据えて取り組んでおりまして、今年

度も音読、それから書く活動、伝え合いといった言語活動を大切にしております。

また、小中学校とも図書館を利用した学習を積極的に取り組んでおりまして、絵

本の読み聞かせを通しての言葉に触れさせているちづ保育園も含めて、智頭町で

は今後とも、言葉や国語教育の充実が全ての学びの中心になると考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  大河原議員。 

○５番（大河原昭洋）  やはり日本語も、しっかりと勉強していただきたいとい

うふうにも思いますし、今、教育長と小学校の英語教科化についてもいろいろと

議論させていただきましたけども、子どもたちがこれから本当に、今、社会は物

すごい勢いで進んでいっておりますので、このようなグローバル化であったりと

か、国際社会で生きていく上でコミュニケーションをするために、やはり英語と

いうのは必要だろうなというふうに、私も思っておりますし、それは当然だとい

うふうに思います。 

  しかしながら、私を含めて世の中のほとんどの人が中学校、高校と最低６年間

は英語を学んできておりますので、しかしながら英語をしゃべられる人というの

が余り、日本の国の中では少ないということも、これも残念ながら事実でありま

すので、なぜ私たちの世代は英語が身につかなかったかということも、しっかり

と検証していただきながら、これからの英語教育の充実に進めていただきたいな

というふうに思っておりますので、このことを申し上げまして私からの質問を終

わらせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  以上で、大河原昭洋議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。再開は議場の時計で２５分。 

休 憩 午前１０時１３分 

再 開 午前１０時２５分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高橋達也議員の質問を許します。 
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  ６番、高橋達也議員。 

○６番（高橋達也）  私含めまして、山形地区の議員が３人続きますが、決して

意図的ではございませんで、たまたま受け付け順でそうなっております。以上、

ひとり言でございました。 

  それでは、議長の許可を得ましたので、通告済みの２つの項目につきまして、

順次質問をいたします。 

  まず、森林セラピーコースの進入路整備について、町長にお尋ねいたします。

来る７月２９日には、スキー場跡地を活用しました天木森林公園コースが、また

８月５日には、電動車いすも利用できる横瀬渓谷コースが、それぞれグランドオ

ープンいたします。特色ある森林セラピーコースでありまして、既存のコースと

相まって人気を呼ぶものと期待されます。 

  ですが、この２つのコースに至る進入道路は、幅員が４メートル以下と狭く、

すれ違いが困難であります。このため、複数の待避所整備が必要であり、早急に

対応すべきと考えますが、どのように認識されているのかお尋ねいたします。 

  以下の質問は、質問席から行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  高橋議員の森林セラピーコースの進入路整備について、

お答えいたします。 

  今、おっしゃったように、新たにグランドオープンする２つの森林セラピーロ

ードは、これまで森林セラピー事業を展開していた芦津渓谷や、それからこもれ

びの森とは趣の異なる、個性的なセラピーロードであり、多様なニーズに対応す

るためのバリエーションが広がることとなります。 

  天木森林公園コースは、中心部に明るく開放的な広場があり、尾根を歩く際の

心地よい風を感じながら、ゆったりと楽しんでいただける空間となっております。

横瀬渓谷コースは、車いすでの利用やウオーターハイキングに対応するなど、新

たな形態の森林利用を満喫いただくことができます。 

  まさに議員のご指摘のとおり、天木と横瀬のコースは、そこに至る道路の幅員

が狭いことから、すれ違いが困難な場合があることは承知しております。これま

で、森林セラピーのお客様のニーズの高いトイレ等の施設整備を進めつつ、地域

住民だけでなく、森林セラピー利用者の利便性確保や、緊急車両等の交通安全上

の課題解消を図るため、町道天木線の一部でございますけども、一部について道



－２５－ 

路の拡幅と待避所の整備を行ったところですが、横瀬を含め今後、両コースの利

用状況を見ながら必要な対策を検討していきたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  今後の利用状況を見ながらということでございますが、特

にこの夏にオープンしますので、恐らく時期的にも、どっとと言ったら語弊があ

るかもしれませんが、結構来られると思います。 

  状況を見ながらということではなく、やはりできることからやるべきであると

思うんです。私が冒頭、早急に対応というふうに言いましたけど、決して魔法遣

いではないわけで町当局も、すぐすぐにはできないわけですけれども。まず、私

が思いますに、現状で路肩がやや広いなと、何とか待避所的に使えそうなところ

はここだなというところが何カ所かあります。ですから、まずは、そういうとこ

ろに簡単な看板を、待避所ですよというのがわかるような看板をまずつくられる

べきかなと。 

  ９月の補正予算で、用地のめどが立ったところがあるとすれば、きちんと整備

するなり、来年の当初予算に向けて用地交渉を進められて、できるところから具

体的につくっていくべきだと思います。待避所ですから、用地の話さえつけば、

そんなに大きなお金要りませんので、国や県の補助も小規模ですからつかないと

思いますので、町の単独予算で可能じゃないかなと思うわけです。 

  それで、特に都市部からいらっしゃるお客さんは、なかなか山道の通行が恐ら

く不得手ではないかと。あそこは両方ともやはり森林のためのというか、林業施

業のための車も奥からおりてくると思いますので、なかなかそういう際にバック

するということが不得手な方も出てくると。ですから、物すごく渋滞まではしな

いと思いますが、やはりそういうことがあれば、また行きたいけどちょっと遠慮

しとこうかなと、二の足を踏まれるようなことになると思いますので、できるこ

とからしていくべきだというふうに思います。 

  その辺、どうですか、考えは。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  議員がおっしゃるとおりでありまして、これで本当に完

璧とは思っておりません。そういった意味で、今、おっしゃったように、看板を

含めて考えてみたらどうかということでございますので、お客様に親切な、そう

いうセラピーロードを完成させなければいけないということですので、早速検討
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に入らせていただかないといけないなと、このように思います。ありがとうござ

いました。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  私もこの春、天木のできたてのところをちょっと見てまい

りましたら、ちょうど時期的にワラビがよくとれる時期でして、あそこはどう言

ったらいいですか、森林セラピーもさることながら、春先はワラビをとりに行か

れるお客さんも相当おるだろうと思います。それに合わせて、時間があればぐる

っと歩かれるのではなかろうかと、まことにいい場所にいい格好で整備されたな

と思います。横瀬も、川のせせらぎ見ながら歩くのは絶好の場所だなと思います

ので、恐らくそれなりのお客さんが来ると思います。 

  今の町長の答弁で、できることからやっていくんだということで、ぜひそうい

う方向でやっていただけたらと思います。 

  次の項目に移ります。スポーツの顕彰事業につきまして、これは教育長にお尋

ねをいたします。 

  ２０２０年の東京オリンピック開催を控えまして、郷士の偉人・偉業を顕彰し、

機運盛り上げに資するよい機会だと考えます。この趣旨につきましては、以前も

私が一般質問したところでございますが、まず、綾木長之助翁の顕彰事業につい

てお尋ねをいたします。 

  既に、町の歴史資料館で綾木長之助翁の展示が行われておりまして、マスコミ

にも大きく取り上げていただきました。教育委員会の取り組み姿勢に深く感謝い

たします。こうした中で、来年の２０１９年は長之助翁が優勝した、この日本初

のマラソン大会、これから数えてちょうど１１０年、それから長之助翁の没後５

０年、それからオリンピックの開催前年という大きな節目の年となります。 

  そこで、この節目となる来年の２０１９年に、展示に加えて何か記念となる取

り組みを行ってはどうかと考えますが、教育長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  高橋議員の綾木長之助翁を顕彰する意味で、来年２０１

９年に記念となる取り組みを行ってはどうかというご質問であります。 

  本件につきましては、平成２８年９月議会で高橋議員より、綾木長之助杯マラ

ソン大会を復活してはどうかというご提案をいただきました。このときに申し上

げたのは、綾木長之助杯マラソン大会を復活するとなると、当時とは異なる問題
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や課題があるほか、本来このような体育イベントは、行政のみならず住民主導、

それから住民を巻き込んだところで行われるべき事業なので、体育関係団体や町

の体育協会からやってみようという機運が盛り上がるのであれば、教育委員会と

しても協力なり、バックアップなりさせていただくというようなお話をさせてい

ただきました。 

  あの後、町の体育協会役員には、議会でこのような提案がありましたというこ

とを報告させていただきましたが、今月中には先般行われました町民体育祭の反

省会も計画されておりますので、再度、町体育協会役員やスポーツ推進委員の皆

さんとお話しし、理事会等を通じて議論していただくよう働きかけてまいりたい

と思います。 

  きのうの６月１７日、北栄町ではすいか・ながいも健康マラソン大会が行われ

たわけですけども、これのほうも瞬時に予約はシャットアウトというような状況

です。スイカ、それからナガイモという農業関係の目標、それからコナンのまち

のＰＲ、こういうような大きな目標を掲げた大会なわけですけども、本町にあっ

て、その綾木長之助翁の顕彰する意味で、オリンピック前年に開催してはという

お話ですけども、教育委員会としては現在に置きかえて、このような大会を実施

するにはどのような方法があるのか、どのような課題があるのか、引き続き調査

研究してまいりたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  来年の２０１９年には、先ほど述べましたこと以外にもう

一つ、この綾木長之助翁に関して節目となる出来事が加わります。何かと申しま

すと、来年から放送予定でありますＮＨＫの大河ドラマ、これの来年のテーマが、

「いだてん」ということになっておりまして、前回の東京オリンピックをテーマ

にしたものだそうです。主人公が箱根駅伝の生みの親と言われて、日本のマラソ

ンの父とも呼ばれております、金栗四三さんという方だそうです。 

  私は存じ上げてないんですけれども、この金栗四三さんが明治４５年のストッ

クホルム五輪に、日本人として初めて出場された選手だそうでございまして、た

だ、マラソン途中に日射病で失神された苦い経験をされたということでございま

す。このストックホルム五輪の、３年前の明治４２年に開催されました日本初の

マラソン大会で優勝したのが綾木長之助さん、当時は生誕地の西粟倉村の在住で

ございましたので金子姓でありましたが、金子の子は子どもの子です。副町長の
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金児とはちょっと違うんですけども、でありました。 

  その後、本町の八河谷の綾木家に婿養子に入られたわけですけれども、海外渡

航に対する家族の反対が物すごく強かったということで、期待されておりました

ストックホルム五輪の出場を断念されたということのようです。歴史にもしとい

うことを言っても無駄なんですけれども、もしこの長之助さんがストックホルム

五輪に出場されていたと思うと、何となく残念でなりません。 

  この金栗四三さんより以前に、日本マラソンの祖父とも言うべき「いだてん・

長之助」がいたということを、生誕地の岡山県の西粟倉村はもとより、その後の

生涯を過ごされましたこの地である智頭町の私たちは、忘れないようにしたいも

のだと思います。 

  県内の陸上関係者の方が、この長之助翁の関連資料４００ページ分だそうです

けれども、整理をされて、時代考証の参考にとＮＨＫに届けておられるというこ

とであります。少し説明が長くなりましたけれども、こうしたことも、来年の大

きな節目となっております。 

  私が冒頭言いました、何か記念となる取り組みをという提案に対して、どうも

教育長の先ほどの答弁聞いておりますと、マラソン復活に向けた何かを検討進め

たようなご答弁でございまして、私の頭の中にはそこまでは描いてなかったんで

すが、教育長の答弁でそういう方向で考えてみるということですので、それはそ

れで大いにありがたいことでございます。できるか、できないかはわかりません

が、前向きに捉えてもらうということは、ぜひやってみていただきたいと思いま

す。 

  私はむしろ、もうちょっと簡単と言ったら語弊がありますけど、余り経費をか

けずに、手間をかけずにできそうなことがないかなと思うんです。１つは、長之

助さんのお孫さんが、もう今ちょうど７０ぐらいですけれども、京都に在住され

ておられます。節目、節目には智頭に帰ってきておられますけれども、まだお元

気ですので、元気なうちにと言ったらこれも語弊がありますが、このお孫さんに

思い出話等々、講演をしてもらったらどうかなと思うんです。それなりの人が集

まってくると思います。それから、そのお孫さん自身もみずからの言葉でおじい

さんの思い出話を語る、大いに記念に残ることだと思っています。これが１つ、

私が思うことですよ、あくまで。 

  それから、これも単純なことと言ったら語弊がありますけど、町のホームペー
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ジの中に特集コーナーをつくられてＰＲするということ。これも、できそうなこ

とじゃないかなと思います。 

  それから、もう一つは、この簡単な内容でいいんですけれども、何か冊子をつ

くられて、長之助さんのことを。小中学生に配られたり、それから欲しいなとい

う大人の方は安い単価で販売されるとか、そんな取り組みだったら可能ではない

かなと思っているんです。 

  以上、私の考えに対する見解をお願いいたします。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  前回の議会での提案の中で、綾マラの復活というご提案

があったものですから、それを真剣に考えて、実行するにはどう向きにしたらい

いのかなということで、いろいろと働きかけをしているところでありますけども。

この京都のお孫さんがどういう方であるのか、私も対面したことがないわけで、

息子と言われた守さんはこの前亡くなられ、そこら辺のところちょっと講演会、

どのような内容をご存じなのか、また、接触をして考えていきたいなと思ってい

ます。 

  それから、議員ご提案のホームページに、そういうような特集のコーナーとい

うんですか、そういうようなことも参考にさせていただきます。 

  小冊子、これも今現在、町の歴史資料館に綾木長之助翁の顕彰する意味で展示

をしているわけですけども、そういうような中から、綾木長之助さんに特化する

のがいいのかどうなのか、そこら辺のところは私もどうかなと思うところですけ

ども、検証しながら検討してまいりたい、このように考えます。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  綾木マラソンの復活というのは、私の最終的な目標であり

まして、一般質問を以前にしたときも、「そうやいやい、すぐ復活してと言って

いるわけじゃないですよ」と言ってますので、これはじっくり考えていただけれ

ばいいと思います。そりゃあ来年、何がしかのことができたら、なおいいですよ。

けど、余り無理されなくてもいいということです。 

  さっき教育長がおっしゃった、例えば冊子をつくるというのも、綾木長之助さ

んに特化するのはいかがかということで、当然、この次の質問にも絡んでくるん

ですけど、参考までにいい機会ですので、教育長知っておられると思うんですけ

ど、日南町がことし、こういう冊子つくられているんです。佐武林蔵さんという
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方、クレヨンで有名になった方で、ちょうどこの佐武さんが日南町出身の方で、

ことしがちょうど没後５０年なんです、ことしが。 

  それで、こういうのを日南町の教育委員会がつくられて、小中学生に配ってお

られます。それから、３００円で欲しい人はどうぞと売っている。漫画がちょっ

と載っておりまして、また後であれですけど、こんなのもぜひ参考にされて。別

に、長之助さんだけに特化しなくていいんですよ。ほかの人載せてもいいじゃな

いですか。ちょっと頭の中に。 

  それで、流れですので、もう次の質問に移りますけれども、この長之助さんの

顕彰事業に加えまして、町内の選手・チームが全国大会などで残した実績を、後

世に伝えることがスポーツ振興の上からも大切です。来年は、東京オリンピック

開催の前年となりますために、取り組む契機だと思います。 

  平成２９年３月定例会で、同僚議員がスポーツ関係の賞状等の収集・展示を行

ってはどうかと一般質問を行い、その際の教育長の答弁は、「活用と保管・管理

など課題があるが、体育協会や関係団体と協議を進めていく」ということでござ

いました。その後の対応状況はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  このご提案につきましては、昨年の３月議会で大藤議員

からご提案がありました。 

  その後、トップアスリートと言われる偉人、偉業をなし遂げられた方々の他の

市町の顕彰の公開状況、同じようなトップアスリートで智頭町内には、どのよう

な方がいらっしゃるのか、いらっしゃったのか。情報収集とその方との連絡先、

どのような資料が残っているのか、また、その活用方法、展示方法等について、

町の体協、また、体育関係者から情報収集しながら調査研究しているところであ

ります。 

  大藤議員がご提案になったのは、現役のアスリートでそういうお宝といいます

か、いろいろと賞を受賞された、そういうものを持っておられるので公開しては

どうかということでしたけども、むしろ私はそういうのは各地区であったり、体

育関係のイベントであったり、そういうようなことのほうがふさわしいのかなと。 

  県内の状況を調べてみましたら、オリンピック等の国際競技大会で偉業をなし

遂げられた優秀者を、町の公民館のロビーの一角を利用してスポーツフェアであ

ったり、シューズであったり競技用品、記録写真、優勝カップ、トロフィー、そ
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ういうようなものを展示ケースで公開してあるまちもあるようですけども、本町

のように、綾木長之助翁の優勝旗や記念品を、１室を利用して公開している市町

は少ないように感じております。 

  近年の全国大会等で、すばらしい成績を上げておられるアスリートの皆さんに

は、その都度、町の体協の表彰であったり、新聞、また、町報等に掲載し、その

栄誉をたたえているところでありまして、過去に国際競技大会で優秀な成績を残

しておられる、トップアスリートに関する調査研究を引き続き行ってまいりたい、

このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  同僚議員の一般質問の際は、あくまで現役でのという趣旨

だったというふうに答弁されましたが、そういう発言もあったかもしれませんが、

それを含めた過去の方というのも当然、趣旨としてはあったんじゃないかと思っ

ています。ですから、教育長が今答弁されたように、過去いろいろな大会ですば

らしい成績をおさめられた方等々を、リストアップしていただくほうが望ましい

と私も思います。 

  これも参考までですけれども、ことしの２月の県議会の一般質問で、今、私が

やっているようなやりとり、同趣旨の質問が出ております。鳥取市選出の某議員

さんでございますが、「県内のスポーツ選手やチームが残したすばらしい実績が

数知れずあるが、広く県民の皆さんに届いているかは疑問だ。ついては、世に知

らしめ、後世に伝えるべき」ということです。「県内の」を「町内の」に置きか

えれば全く一緒の趣旨でございまして、この質問に対して知事が「何らかの形を

考えてもいい」とやんわり答弁ではあるが、多少前向きな答弁をされています。 

  ですので、ぜひ今、教育長がおっしゃったように、調査研究を進められて、何

がしか来年のうちにですよ、するなら来年が好機ですので、オリンピック過ぎて

もちょっと弱い。来年のうちに、何がしかの取り組みができたらなと思うんです。

詳細はお任せいたしますが。 

  その県議会のやりとりの前段に、やはりこの県議さんは実際に智頭に来られて、

この綾木長之助の展示を見にきておられます。そういうこともあって、この質問

に至ったようですけれども。その質問の中で、こういうことも述べておられます。

「前回の東京オリンピックの水泳高飛び込みで８位に入賞された、智頭町の大坪

敏朗さんのこともある」と。 
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  ですから、トップアスリートって盛んに言われましたけど、別に走るばっかり

の選手じゃなくてもいいんです。いろんな分野のスポーツ大会等々のいい記録の

ことを広げていただいて、収集できる範囲で可能な範囲で、しょせん物事は限界

がありますから、ご家族のご都合もありましょうし、実際そういう賞状やトロフ

ィーがどれだけ残っているかというのもわかりませんから。できるところから、

できる範囲のことをするということで十分だと思うんですけれども。私の今、述

べたようなことを踏まえまして、もう一つあれば。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  今回の綾木長之助翁の展示するに当たって、県の体育協

会のほうも興味を示しているということは聞いております。新県史編さん委員も

かかわっておられるようですし、そこら辺のところはいろいろと、いい方向に導

いていきたいなとは思っております。 

  綾木長之助さんのほかに、皆さんもご存じ、那岐小学校日本一の体操学校に導

いた校長兼訓導であります山本慶一さん、この方は昭和４８年に亡くなっておら

れますけども、展覧体操で有名な方です。それから、先ほど申されました大坪敏

朗さん、１９６４年東京オリンピックの男子高飛び込みで８位、次のメキシコオ

リンピックで今度は２４位ということで、家はこちらのほうにございませんので、

ちょっと連絡先等がわかりません。 

  そのほかに調べておりましたら、西高から読売ジャイアンツに行かれて、王貞

治と公式戦で対戦した最後のピッチャーということで、福士敬章さんという方が

いらっしゃいましたけども、この方も１７年に亡くなっておられます。いろいろ

と最後のほうは、韓国のプロ野球等にかわられたようですけども、こういう方も

いらっしゃった。 

  それから、変わったところでは、力士で最高位が前頭という玉ノ尾源右衛門さ

んという、郷原村の出身らしいですけども、議員の地元の。この方、１６０年前

に安政５年に亡くなったということですけども、あれば墓ぐらいかなと思うとこ

ろですけども。そういうような江戸相撲年鑑に載るような力士がいらっしゃった

と。そういうようなことも調べております。 

  いろいろと、トップアスリートと呼ばれる方々はいろいろあるわけですけども、

そういう方々の情報等がありましたら、私たちも体育協会関係等で調べるわけで

すけども、皆さんのほうからも情報をいただければと思います。 
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  以上です。 

○議長（谷口雅人）  高橋議員。 

○６番（高橋達也）  もう既に、ある程度多方面に絞り込みが進んでいるようで

すので、私は今、郷原のお相撲さんのことなんか初めてお聞きしましたけども。 

  その当時の、何か本当に記念になる品物があれば一番いいですけども、古いも

のは当然ないわけで。ですから、当時の新聞報道の小さい記事とか、先ほどおっ

しゃっておった、もう墓ぐらいしかないかもしれないなら、その墓の写真でもい

いじゃないですか。それにちょっとコメントを。十分関心持って手にされ、冊子

に紹介されたら、町民は関心持って読むと思います。 

  ぜひ、今、るる述べられた方だけでも結構ＰＲできるんじゃないかと思います

よ。その勢いで、ぜひできることから取り組んでいただきまして、来年効果的な

年になりますように、期待をいたします。 

  以上で終わります。 

○議長（谷口雅人）  答弁求めますか。 

○６番（高橋達也）  要りません、ありがとうございました。 

○議長（谷口雅人）  以上で、高橋達也議員の質問を終わります。 

  次に、中野ゆかり議員の質問を許します。 

  ８番、中野ゆかり議員。 

○８番（中野ゆかり）  このたび、私が行う質問は大きく分けて２つあります。

１つ目は危険空き家対策と、２つ目は債権の回収についてです。 

  それでは１つ目の質問をさせていただきます。 

  ことし５月、愛媛県松山刑務所から受刑者が逃走し、２２日後に身柄が確保さ

れた事件は、皆さんの記憶に新しいことと思います。この受刑者が潜伏していた

場所は、広島県尾道市向島の空き家の屋根裏に潜伏していたとのことで、空き家

が犯罪にかかわることを認識させられた事件でした。 

  また、空き家で問題になっていることの１つとして、都心では現在アライグマ

やハクビシンが急増しており、その背景として、空き家が獣たちの住みかとなっ

ていることも増加の原因とされています。ハクビシンは、愛らしい見た目とは裏

腹に性格は凶暴で、Ｅ型肝炎など感染症の媒体になる動物です。智頭でも生息は

確認できるため人ごとではなく、本町でもアライグマやハクビシンが空き家を寝

床として増加する可能性も秘めています。 
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  さて、全国的にも空き家が問題視される中、本町は昨年度空き家の一斉調査を

行いました。そして、その調査によると空き家は４２９軒あり、そのうち危険家

屋は７６軒あるという調査が出ました。町内を見渡すと、家のすぐ隣に屋根がわ

らの一部が崩落し、家全体が朽ち果てるのも時間の問題である家や、既に倒壊し

た家があり、景観的にも衛生的にも問題視される場所もあります。 

  そこで、町長に伺います。本町における危険家屋の実態を、どのように認識さ

れているかお尋ねいたします。 

  その後の質問は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  中野議員の危険空き家対策について、お答えいたします。 

  空き家等対策の推進に関する特別措置法にも定義としてありますが、特定空き

家とは「そのまま放置すれば倒壊等危険な状態、もしくは衛生上有害となる恐れ

のある状態や、適切な管理が行われていないため景観を著しく損なっている状態、

生活環境の保全を図るために放置することが適当でない空き家」というふうにあ

ります。 

  昨年の空き家の実態調査では、倒壊の危険ありと判定された家屋が、おっしゃ

るように７６棟存在するとの結果が出ており、防災やそれから景観の面からも、

なるべく早い対処が必要、このような認識を持っております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  早い対処が必要ということでしたが、今後、具体的に危

険家屋に対して、どのように対応していくのかをお尋ねいたします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは、昨年６月定例議会において、町内の空き家全て

の調査を行い、この調査完了後は条例制定に着手し、「安全・安心で住みよいま

ちづくり」に向け、取り組んでまいりたいとお答えしたところであります。 

  現在の状況でありますが、特定空き家等の適切な管理について、空き家等対策

の推進に対する特別措置法に沿って、条例の内容等を検討を行っております。内

容については、空き家等対策計画の策定、それから空き家等対策協議会の設置、

調査、それから助言、指導、勧告、代執行等を条例に盛り込む予定としておりま

す。 
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  また、国庫補助金を活用し、除去等に必要な費用に対し、助成することができ

るようにと考えております。条例制定後は、昨年行った空き家の全棟調査を生か

し、まずは現況や所有者の確認を行い、危険度の高いものから順次、助言・指導

に取り組む、このような予定をしております。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  条例の制定を進めたらどうかと思っていたので、大変安

心しました。 

  危険空き家に関しましては、平成２７年５月２６日に「空き家等対策の推進に

関する特別措置法」が完全施行されました。これにより、所有者に助言や指導を

行っても改善が見られない場合、勧告をして、それでも従わなかった場合は、相

当な猶予期間をつけた上で除却の命令を出し、それでもなお対応しない場合は、

行政代執行が可能となりました。代執行とは、所有者にかわって建物を解体・撤

去するわけですが、その費用は所有者に請求します。これをしている自治体もあ

って、本町でも危険家屋の行政代執行が行えるよう、条例を早く制定してほしい

なと思ったもので、この質問をさせてもらったわけです。ですから、条例制定を

速やかに行うということですので、そのことをよろしくお願いいたします。 

  しかしながら、今の段階でもできることはあると思います。例えば、空き家を

放置し、管理不全が原因で第三者にけがをさせたり、被害を与えてしまった場合

は、空き家の所有者等に損害賠償を求められることをお知らせし、空き家の管理

は所有者等の責任であることを周知すべきだと思います。このような周知を行い、

危険空き家の所有者に対して認識を深めていただいてはどうかと思いますが、町

長のお考えを伺います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今もご説明しましたように、これは非常に危険でありま

すので、おっしゃるようにそういう旨をお伝えするということですが、ただ現状、

所有者の確認を行うという作業も実はございます。全部が全部、所有者が今どち

らにいらっしゃるかというのが、わからない空き家もございますので、そういう

ことも含めて速やかにやらなければいけないなということで、おっしゃるように

これは条例整備を行うという前提のもとで、そういうことも加味しながらやって

いきたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 
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○８番（中野ゆかり）  未来の年表という本に、１５年後の２０３３年には、全

国の約３戸に１戸が空き家になるであろうという、野村総合研究所の試算が書か

れていました。安全・安心な町民の生活を維持・確保するためにも、危険空き家

対策を速やかに検討し、実践してほしいということを願い、次の質問に移ります。 

  ２番目の質問は、１つ目の質問と関連しております。 

  先ほど、老朽化した危険空き家等を除却できるようにするため、また、空き家

の再生を進めるためにも、条例の整備を急いでくださいと申しました。しかしな

がら、対策を進めてほしい反面、懸念されることもあります。それは、条例が整

い、危険空き家を行政代執行することができたとしても、その解体・撤去費用を

所有者が払わない、また、払えないということも起こり得るからです。 

  その場合、まちの回収できないお金、未収金となるわけです。そこで、町の未

収金である債権をふやさない対策が必要ではないかと思い、２つ目の質問をさせ

ていただきます。 

  現在、住民税や法人税、水道料金などなど、本町で暮らしていく中で、利用者

に支払っていただかなければいけないお金があります。それを支払わず、回収が

できていないお金、滞納金、未収金というのは町全体で幾らかをお聞かせくださ

い。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  滞納金につきましては、毎年、決算時にお示しをしてい

るところですが、６月１日現在、公営企業も合わせ、税、それから保険料、下水

道使用料、それから住宅新築資金等貸付金など、約１億４，７００万円がござい

ます。 

  ちなみに、平成１７年度、滞納整理対策本部を立ち上げたときは、滞納額は２

億６，４００万円ございました。かなり努力して頑張っておるという状況であり

ます。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  ２番目の質問とダブるんですけれども、現在、未収金の

回収を進める上で税務住民課だけでなく、各課の担当者が一同に集まる滞納対策

本部を設置しています。その取り組みと成果、成果は先ほどちょっと触れられま

したが、その取り組みについてお聞かせください。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 
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○町長（寺谷誠一郎）  この対策本部というものを設置しております。平成１７

年に立ち上げました。 

  現在は、当年度の取り組み方針決定の進捗状況の確認とか、それから同じ債権

者に対する連携した徴収のための情報の共有、それから困難な事案のヒアリング、

あるいは職員それぞれのスキルアップを図るための研修会等取り組んでおります。 

  また、昨年は債権管理条例を制定しまして、明確な基準で滞納整理を行えるよ

う条例整備を行ったところですが、債権管理条例施行規則で各債権の処理方針の

検討については、滞納整理対策本部が行うことと明文化しております。 

  こういった中で、成果といたしましては債権管理条例の制定をはじめ、このよ

うな取り組みを通して職員個々の意識改革、あるいはスキルアップ、あるいは情

報共有の徴収の連携強化が図られたということであります。今後も滞納対策につ

いて、職員一丸となって進めてまいります。が、これはかなり本町では職員等々

が頑張って、なかなか正直に申しまして嫌な部分も大いにありますけども、それ

を頑張って回収に努めておるということで、これはかなり成果が出てきておると

自負しております。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  未収金回収というのは、職員さんは日々の業務を行いな

がら、未収金の回収業務を行っておられて本当に大変だと思います。嫌な業務だ

と思います。しかしながら、真面目に各種税金を払っている人と、払っていない

人との不公平感が生じてはいけません。どうすれば、もっと回収が進むのかとい

うことを、しっかりと対策を考えていただきたいと思います。 

  そこで、他の町村では未収金に対してどのような取り組みをしているのか、私

なりにホームページで調べていましたら、大きな成果を上げている市があったの

で、お知らせいたします。それは、長崎県松浦市の取り組みです。平成２０年度

のピーク時に、全体で約７億７，０００万円あった未収金が、さまざまな取り組

みによって４年後の平成２４年には、３億８，０００万円を下回るまで未収金が

減少されたそうです。 

  この取り組みで大切なことは３点ありまして、１つ目は「しなければいけない

ことを、しなければいけない時期にする」、２つ目は「未収金を１つの部署の問

題にせず、自治体全体で情報を出し合い協力する」、３つ目は「頑張った者はき
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ちんと評価をし、頑張らない者はそのままにしておかない」といった原則にされ

ており、未収金の縮減に取り組まれているそうです。 

  また、すべきことをしないでいると法的に責任を負わされるということを、職

員に認識してもらい、職員の意識を変えることが重要だとも書かれていました。

法的に責任を負わされるという件ですけれども、平成１２年、浦和地裁において

確定された判決をご紹介します。納税職員が市民税の徴収を懈怠、懈怠というの

はある義務を怠ることなんですけれども、懈怠して、その徴収権を時効消滅させ

たとして、同職員の指揮監督権者である市長個人に対する損害賠償請求が住民か

ら訴訟され、認められたという事例なんです。 

  なので、職員の方が徴収しなければいけないときに、しなければいけない業務

を怠り、その時効を消滅されたら、言えば町長に責任がかかってくるということ

なんですね。このようなことにならないためにも、本町の未収金回収を推進する

ためにも、職員の意識改革をいま一度行ってはどうかなと思っておりますが、町

長のご所見を伺います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  正直、我が家にはそういう職員は１人もおりません。こ

れは、自信持って私は答えられます。 

  これ、余分ですけど、なるほどなと思ったのはこういうことがあります。ある

とき、知り合いのお年寄りにすれ違ったら「町長、もうわしはあんたは応援せ

ん」と言われまして、「え、どうして」と言うと、「智頭町長寺谷誠一郎の名前

でわしのところに督促状がきた」と。「もうあんたはせん」と。これを言われる

と、「これは仕方がない、これは仕事ですから申しわけないけども」と言ってお

きましたけども。 

  そういう恨む人も、とんでもない恨み方をするわけですね。本当に払えないけ

ども我慢して、少しずつ払うけどもこらえてくれという、けなげな人もいらっし

ゃいます。そういった中で、職員は非常に、それこそそういう人に会うと心がい

やされるというような、職員からも話は聞きましたし、ぶっきらぼうで本当にも

う敵対視されると、自分も人間だから腹が立ちますという報告も受けております。 

  そういう中で、孤軍奮闘して頑張ってくれておるがゆえに、今、申しましたよ

うに、一時２億幾らあったものが１億幾らに減ったというご説明をしました。２

億６，４００万円が１億４，７００万円、約半分。これは、私どもの智頭町の職
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員が、本当に頑張ってやってくれた成果と自負しております。 

  しかし、それに甘えることなく、シビアに心を鬼にしてでも回収は進めていく

という職員の心意気を、私も把握しておりますので、ご心配ないようにこれから

も努めていきたい、このように思っております。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  いろいろとできることはやっていくという方向で検討し

ていただきたいと思うのですが、その１つの取り組みとして、コールセンターの

利用も効果が上がっているそうです。 

  具体的には、滞納者に対する自主的納付の呼びかけ業務を民間に委託するとい

うことなんですけれども、委託経費はかかりますけれども、未収金回収業務の職

員さんの負担も多少軽減できるのではと思いますし、未収金回収も促進する可能

性もあります。このコールセンターというものの設置も検討の１つかなと思いま

すし、そのほか、滞納者がコンビニでもお支払いができるようにするなど、未収

金を少しでも、滞納する側が気軽に払えるというようなことも１つかなと思うん

ですが、そういう新たな対策に関しては、町長はどのように思われますでしょう

か。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  正直、コールセンターというのは初めて聞きましたし、

しかし今、おっしゃるようにコンビニという手もなきにしもあらずだなと。やっ

ぱり払いやすいということが一番ですから、そういうコンビニなんかに行って、

ひょいと払っていただければというのは、なるほどなと思いました。 

  これは、検討させていただきます。ただ、コールセンターというのはちょっと

いかがなものかなと、何か違和感があるような気がしますけど、これも検討して

みんなで考えてみる、一考があると思います。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  このコールセンターというのは、全国的に試された中で

効果が上がっている手法の１つらしくて、滞納者側としてうっかり払い忘れてい

たとか、口座に現金がなかって引き落とされていなかった、それを忘れていたと

いう人もいるんですよね。その第一歩として、コールセンターの第三者が電話を

かけることにより、「あ、忘れてたわ」で、気づきがあって納付してくれるとい

うような流れもあるそうなんです。なので、本当に職員さんの負担も考えたとき
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には、有効な手段の１つかなと思いますので、ちょっと検討していただけたらと

思います。 

  日本は現在、人口減少や高齢社会に直面し、さまざまな社会制度にひずみが出

始めています。金融広報中央委員会によると、日本人の約３人に１人が貯蓄がな

いというデータも出ています。また、退職金も年金も減額傾向にあります。この

ような状況ですから、今まで各種税金を支払ってきた人も支払えなくなり、滞納

がふえ、まち全体の未収金もふえていくことが予想されます。ですから、今から

未収金をふやさないと同時に、未収金回収に努めることを徹底的に取り組んでい

ただきたいと思っている次第です。 

  最後に、町長の思いを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徴収方法にはいろいろあると思います。今、おっしゃっ

たコンビニとかコールセンター等々含めて、速やかに徴収ができるように、そし

てまた、職員もやはり人間ですから嫌な立ち合いというのも苦痛になってきます

ので、そういう職員対策についても、そういうことが可能であれば少しでも気持

ち的に和らげるのではないかなと、こういう思いがしましたので、また、検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  中野議員。 

○８番（中野ゆかり）  先進的な事例も含め、全国的な取り組みも含め、もっと

検討していただいて、未収金を１円でも多く回収していただけたらと思っており

ます。今後とも努力していただくことを願って、私の質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（谷口雅人）  答弁求めますか。 

○８番（中野ゆかり）  いえ結構です。 

○議長（谷口雅人）  以上で、中野ゆかり議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。再開は午後１時。 

休 憩 午前１１時２２分 

再 開 午後 １時００分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、國本誠一議員の質問を許します。 

  ３番、國本誠一議員。 
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○３番（國本誠一）  國本誠一でございます。きょうの一般質問の冒頭に、地震

のことに触れた議員がおられました。昼のニュースで悲しいことに、小学３年生

を含む３名の方がとうとい命を落とされたと。その他けが人も多数おられるとい

うことです。一日も早い地震の復興、まだまだ今後も余震が予想されるという中

で、非常に不安なことだろうと思いますが、まずはお見舞いとお悔やみを申し上

げたいと思います。 

  さて、議長の許しを得ましたので、通告により質問をいたします。 

  昨年１２月、またその前に前議員の仲間の議員からも質問をしましたが、部落

差別解消推進法について、お尋ねをしたいと思います。 

  世界的な流れの中で言いますと、ことしは世界人権宣言７０周年に当たる年だ

そうです。そして、智頭町が県内では他の市町村に先駆けて、この議会でつくっ

た智頭町基本的人権の擁護に関する条例、これが施行されて２５年の年に当たり

ます。 

  そういった中で、一昨年、部落差別解消推進法というものが施行されました。

当然、その前段にはいろいろな諸事情を含み、障害者差別禁止法であるとかヘイ

トスピーチ対策法であるとかいうような、個々個別事案ごとの法律というものが

できてきた経緯があります。その中で、部落差別解消推進法も施行されました。 

  さて、その中でこれまでの質問では、どう取り組むのかということでありまし

たが、聞きますれば本年３月に、先ほど申した智頭町基本的人権擁護に関する条

例の中で、審議会というものを設置するという条文があります。それが、本年３

月に開催されたように聞いております。その中で、この推進法も論議されたのか

どうか、お尋ねをしたいと思います。 

  以下は、質問席にて質問したいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  國本誠一議員の部落差別解消推進法について、お答えい

たします。 

  るる國本議員のほうからご質問されましたが、まずもって私の思う部落差別解

消推進法というテーマの中で、要は部落差別のない社会の実現を目的とした、部

落差別解消推進法というのが平成２８年１２月に施行されて、１年半近く経過し

ようとしております。 

  そういった中で、これら責務の取り組みを推進するために、法の目的及び理念
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に基づいた基本計画、それから実施計画策定に向け、現在、本町の相談、教育、

啓発体制の実態を検証しておるというところであります。 

  そういった中で、智頭町基本的人権の擁護に関する条例を制定して、智頭町人

権・同和教育実施計画も策定していますので、これら条例、計画とのリンクも視

野に入れながら、県及び他自治体の策定状況を参考にしつつ、智頭町の実情に応

じた基本計画及び実施計画としていくため、慎重に検討を進めているところであ

ります。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  國本議員。 

○３番（國本誠一）  済みません。ちょっと声が弱々しいかもしれませんが、お

聞き取りにくかったら大変申しわけありません。 

  ただ、この法も施行されて１年半という中で、実は町執行部と関係団体との昨

年末意見交換会の中で、私ども団体の長が最後のほうに「じゃあこの部落差別と

いう言葉をうたった法が国で初めてできたと。その意味合い、重きを感じて、智

頭町としてこれに沿った基本の計画をどう進めていくのか」ということを問うた

ときに、「じゃあやりましょう」と町長のお答えがあったわけです。当然、団体

のほうも力をお貸しくださいというおさめになったと思います。その辺が今、ど

うなっているのかなということが、やはり年を重ねていけば、あれから何年、あ

れから何年、やれ何十周年だというふうなことに、どこかでなってもいけないわ

けであります。 

  さっき言った智頭町の基本的人権の擁護に関する条例にしても、平成５年、智

頭町が県内他の市町村に先駆けて、我々の大先輩であります議員がおられた時分

につくられたものであります。この効果は非常に大きなものがあって、県内他の

市町村に１年、２年の間に広がっていったという経緯もあります。そこで、何で

も一番にやったらいいというわけではありませんが、町長もその辺のところは十

分心得ておられて、「じゃあやりましょう」というふうな意味合いでの答弁だっ

たと思います。 

  ですから、具体的にどう進んでいるのか、３月にはその条例の中にある審議会

が開かれたということも聞きましたので、そういう中でその話があったのかなと

いうふうなことも、少し気になったものですからお聞きしたところであります。

その辺のところは聞いておられますか。 
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○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  冒頭におっしゃいました、私もその席にて「これはやら

なければいけない」というお答えをしたのは事実でありますし、当然、やるのが

当たり前だと、そう思っております。 

  そういった中で、策定時期というようなことでありますけども、部落解放同盟

智頭町協議会など各関係団体と連携して協議をしながら検討を進めて、その中で

智頭町基本的人権の擁護に関する審議会での承認・決定を経て、今年度中の策定

を目指すということにしております。 

  これも慎重に皆さんと相談しながら、ただ我々が暴走だけするんじゃなくて、

慎重に皆さんの意見を聞いて、そして広く皆さんの理解を深めつつやらなければ、

急にどんどこ進めても、皆さんの理解を得ないできてもということがありますの

で、これは慎重にやらせていただきますけども、承認決定を得ないとだめという

ことで、今年度中の策定を目指したいということであります。 

○議長（谷口雅人）  國本議員。 

○３番（國本誠一）  できるだけ確かにいろんな意味合いを含みます。前段に申

し上げた障害者差別であるとか、ヘイトスピーチ対策法であるとか、特にヘイト

スピーチ対策法なんかは、本当に聞くにたえないような文言を大きな拡声機を使

って特定の人に対して浴びせる。しかし、これも対応策法ができたら取り締まる

ほうというのは何が邪魔するかというと、表現の自由ということがすごくネック

になっているというふうなことがあるようです。そういった中で、それぞれがそ

れぞれの立場で、それぞれの差別偏見と戦っていかなければならないというわけ

であります。 

  我々は、そのいろいろな差別の戦いの中では先駆者として、当然、進んで行か

なければならない。他の範となるべく頑張っていかなければならないという自負

は、持っていかなければならないというふうに思っています。 

  そうした中で、この推進法ができたわけですから、何とかこれを具体化して具

体的に動いていくという形が、早く見えてこないかなという期待があるわけです。

そして究極的には、それが全ての人に対して人権侵害救済法の制定であったり、

人権擁護法案であったりというところにいくんだろうなと思います。 

  こういった法律ができても、なお、県内でもまだまだ差別の実態があります。

組織が昨年来、差別の実態というようなものを県内で調査しておりますが、昨年



－４４－ 

の中でも「名字が同じだけど、あんたとは違うんだよ」と。これも言葉には出さ

ないけど、「あんたはあそこの人、でも私は違う。名字は同じでも違うんだよ」

というふうな差別もある。 

  それから、結婚相手を相談しようと紹介しようとある方が、やはりその紹介し

ようとした人が同和地区の人だというふうなことでうまくいかなかった、断られ

たというふうな事例。また、これは学校現場でありますけども、学校でも教育啓

発ということはやっていると思うんですが、逆に若い人、特に高校生というのが

あるんですが、言葉遊びのようにして「おまえは何々だ、おまえは何々だ」みた

いな言葉遊びみたいなことで、はやし立てるというようなこともあるということ

です。 

  それから、究極に至っては、もう県外に出て結婚１０年以上たっている女性、

その方が最近になって地区の出身だというようなことがわかって、そのうちの家

族、そしてだんなさんというような方からいろいろ言われて、結局最終的には不

幸にも離婚というようなことで家を出される、子どもは向こうに残したままとい

うふうな悲しい実態も依然としてあるということです。 

  そういう状況の中で、やはり我々としては一日も早い差別のない社会づくり、

これは全体に言えると思いますが、そういったものができてほしいなという思い

であります。 

  ですから、智頭町としてもそういった基本計画をつくるに当たっては、審議会、

執行部、担当課、当然ですが直接かかわる地区にある隣保館なり、集会所なり、

そういった方々をそういった計画づくりの中には加えていただいて、ひとつ計画

を練っていただきたいというふうに思います。必要があれば、組織の関係団体の

ほうにも声かけをいただければ、またそれなりに進んでいくだろうというふうに

思います。 

  くしくも先ほど言った基本的人権の擁護に関する条例、これが制定されたのが

平成５年６月１８日、まさしくきょうであります。そして、その５年後に記念集

会というのを開いたそうです。私は出席はしていないんですけど。記念集会を開

いて、その場で智頭町人権の日というのを定めたそうです。それも６月１８日、

まさしくきょうなんです。 

  そういった日にちを合わせればいいというものではないんですが、そのような

節目の日であります。どうかこの問題解決に向けて、積極的に取り組んでいただ
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ければなというふうに思います。よろしくお願いします。特に、町長のほうから

何かあれば。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  國本議員のおっしゃることは理解できますし、当然のこ

とであります。私の思いは、今、世の中というのが本当に物すごいスピードで進

化していますから、進化するというと、その進化するのもいいんですけども、そ

の反動というのがあるわけですね、何事にも。そうしますと、今、おっしゃった

ようにヘイトスピーチとか、今まで考えられなかったようなことが起きるわけで

すね。 

  私も何回も口酸っぱく言っているのは、本当にどうしてこういうことが起きる

のかな、なくならないのかなと、本当に何かこう寂しい思いがしますけど。聞い

ていただいたと思いますけど、私は中学校の入学式とか、農林の挨拶には必ずこ

の問題を言うんですけども、本当に世界じゅうの皆さんが、要するに本当に我が

子を産むときは幸せになってほしい、健康になってほしい、みんな同じ気持ちで

出産されるのに、いつの間にか自分だけの子どもさえよかったらという、ここだ

と思うんですよね。 

  特に、いろんな差別があります、肌の色でする差別、例えば黒人とかですね。

いろいろ差別、黄色人種とかいろいろありますけども、何かこの日本の差別とい

うのは、心の中で差別しちゃうんですね、目に見えないんですね。「私はそんな

ことは、差別なんて絶対していない、しない」、「俺はするわけない」と言いな

がら、人の心の中までは絶対のぞけないわけですから。これが非常になくならな

い要素なのかなと。人は本当にうそを言いますからね。ですから、そういう意味

では本当に、みんなで真っ白な気持ちに一日も早くならないかなと思いつつも、

結局何かこう堂々めぐりになる。そういう現状はあるんですね。 

  私は、平成９年に出てからずっと言い続けてますけども、他の県の事例は別に

して、平成９年ごろの子どもたちの感覚と、今の子どもたちの感覚はかなりまと

もになっている、これは感じます。小学生でも中学生でも。しかし、問題は大人

なんですね。 

  正直に言いますと、学校ではみんな子どもたちは、そんな差別なんて余り意識

していない。学校の先生もそういう教育をする。ところが、家に帰ったら、残念

ながらおじいちゃん、おばあちゃんが、「おいおい、そう言うけどな」というよ



－４６－ 

うな、家庭内教育をするんですね。これは、やっぱり家庭内教育というものを、

もうちょっと力を入れなきゃいけないのかなと思ってみたり。 

  いろいろ思うことはあるんですけども、智頭町としては本当に一日も早くなく

したいというのは、我々もそうですし、議員の皆さんもそうだと思うので、これ

はもう要するに頑張るということであろうかと思います。私は、本当に戦いだと

思ってますから。今、おっしゃるように戦うという言葉をおっしゃいましたけど

も、やっぱり戦わなきゃだめだと思っておりますので、頑張ろうと思います。 

○議長（谷口雅人）  國本議員。 

○３番（國本誠一）  ありがとうございます。特に、町長のこの問題に対するお

気持ちはずっと聞いて、先輩方からも聞いて、十分にわかっているつもりでござ

います。確実に、前に進めていっていただけるというふうに確信をしております。

だからこそお願いをしたくなるということでございます。ひとつ、よろしくお願

いをします。これで私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  答弁はよろしいですか。 

○３番（國本誠一）  答弁は要りません。 

○議長（谷口雅人）  以上で、國本誠一議員の質問を終わります。 

  次に、都橋一仁議員の質問を許します。 

  １番、都橋一仁議員。 

○１番（都橋一仁）  まず、このたび平成３０年６月７日並びに６月１２日の議

会活動を欠席いたしましたこと、議員としてあるまじき行為と猛省しております。

町民をはじめ、多くの方にご迷惑をおかけして申しわけございませんでした。 

  また、本来なら議員としてコンプライアンス違反と言われかねない、不適切な

支出の慣例を全会一致にて３月で廃止し、新年度から新たな制度に改善しました。

私も委員長として支出を行い、その慣例が有権者の信頼を低下させた可能性は否

定できないため、その行ってしまった行為に対し、私個人として深くおわび申し

上げます。大変申しわけありませんでした。 

  さて、議長の許可を得ましたので、通告に従い質問させていただきます。 

  最近の報道、ニュースを見ていると、さまざまな事件、事故が起きており、日

大アメフト部の問題など、危機管理におけるさまざまな事案の対応を見ると、そ

の事案発生時の初動対応の重要性を認識します。 

  そこで、本年主要事業一覧にある森のようちえん支援事業、その森のようちえ
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ん事業でドクターヘリ出動にまで至った事故の対応について、危機管理対応や再

発防止策、先駆者であるがゆえに起きた前例のない事故から得られた教訓を、社

会へ還元することによる地域貢献の方策を含めて、いかがお考えかお聞きしたい

と思います。 

  以下の質問は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  都橋議員の森のようちえんの事故対応について、お答え

します。 

  森のようちえんは、智頭の豊かな自然環境を学び舎とし、野外保育により幼児

期の体と心の育成に取り組む、智頭町が誇るユニークな子育て事業であり、現在、

町と県で活動費の一部を支援しているところであります。 

  このたびの事故は、森のようちえんの未満児である杉ぼっくりクラスの園児３

歳が、河原で遊んでいたところに、ほかの園児が川岸の自然石の上に乗ったとこ

ろ、この自然石が下の児童のところに滑り落ちて、児童が挟まれるような形で下

敷きになったというものであります。幸いにも石と石のすき間に体が挟まれてい

たのですが、乗っている石が大きく、動かすと園児が直接下敷きになる恐れがあ

ったため、１１９番通報し救急隊による救出後、検査のためドクターヘリで県外

の救急病院に搬送されたものであります。 

  今回の事故は、本当に不幸中の幸いであり、大事に至らなくてよかったのです

が、見守る保育の守る部分に、大きな見落としがあったのではないかと危惧をし

ております。 

  今回の事故を踏まえて、今後は森のようちえんが活動している町内１４カ所の

活動フィールドの再点検、県が整備している親水公園等の活動場所の選択、再発

防止に向けて事故防止マニュアルの策定、緊急連絡体制の確立など、森のようち

えんに指導を要請するとともに、ちづ保育園、また子育て支援センター、智頭小

学校も含めて、野外活動での遊び方及び保育や学習等における事故防止、緊急対

応についての各種研修等の受講など、知識と技能の習得に努めたいと思います。 

  また、教育委員会にあっては、保育園及び教育関連施設に設置されている遊具

等の安全点検を引き続き行い、子どもたちが安全で豊かな環境の中で学び、遊び

きることができるよう、環境整備を進めてまいりたい、このように考えておりま

す。 
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○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  先ほど、安全管理講習のお話は聞いたんですけれども、そ

の現場で保育士さんが危機管理意識が本当にあったのか、なかったのかは別とし

て、フィールド保育に対して今の県の定める２対１５という、その目の絶対数の

問題という可能性も僕の中では否定できないんですけれども、そのような例えば

目の数の問題に関して、何か県なりに要望されたりとか、事故の検証についてき

っちりされたのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  ２対１５、保育士が２人に対して子どもさんが１５とい

うことでしょうけども、そこら辺のところについては、私のほうからは森のよう

ちえんに対してどうのこうのということは言っておりません。しかし、智頭町に

あっては、そこら辺の特に低年齢といいますか、ゼロ歳、１歳、このようなとこ

ろについては国の基準以上、ゼロ歳でしたら３対１、子どもさん３人に対して保

育士１人なんですけども、智頭町は２対１、こういうようなことを導入して、よ

り手厚い体制で子育て支援をしているところであります。 

  今回、このような事故を受けて、県のほうもこのような事故が起きたからとい

うわけではないですけども、やはり保育や学習等における事故防止ということで、

このような講習は開かれております。先々週の土曜日に開かれたんですかね。そ

ういうようなことで、関係者も役場の関係でしたら、保育園並びに子育て支援セ

ンター関係でこのような研修に参加をしているところであります。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  いろいろされているということはわかるんですけれども、

本当に一歩間違ったら命が危ぶまれていたような、多分事故だと思うんですよね。

それを先ほど町長がおっしゃったように、自分の子どもだけよければいいではな

しに、それこそ町長さんにはお孫さんいらっしゃいますけど、教育長さんにいら

っしゃるかどうか、ちょっと存じ上げてないのでわからないですけれども。 

  自分のお孫さんが、もしもそういう事態にあった場合に、自然災害で気をつけ

ていた、それでしようがないというふうには、僕は終わらないような気がするん

です、今の時代は特に。何かしらの問題、事故の原因として先ほどおっしゃった

危機管理意識の問題であるとか、それこそ絶対的な目の数とかっていうような、

どこかにヒューマンエラーがない限り、起き得なかったかもしれないし、起きた
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かもしれないと。その事故に対して自分の孫だったらという思いで、何かもう一

歩踏み込んだ発言をいただけたらなと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  今回の事故ですけども、今までハチに刺されたとか、そ

ういうような事故は発生をしておりました。ですけども、命にかかわるような重

大なインシデントは今回が初めてであります。初めてだからどうのこうのという

ことじゃなしに、やはりいつもこういうことが起こるだろうという想定のもとで、

取り組まないといけない事業であろうと思います。 

  私は、県のほうが整備している親水公園等の活動場所が町内にあるわけですけ

ども、やはりそういうある程度満たされた環境の整備の中で、そういう事業は取

り組むべきではないか。今回事故が起きたところは、普通の河原で起きているわ

けですね。やはりそこら辺のところも、危機管理意識を持ちながら取り組んでい

ただきたいと思っておりますし、そこの部分をやはり再発防止に向けて指導要請、

これはしっかりしていかなければいけないと思ってます。 

  今回の事故は、認可外の保育施設であったわけですけども、やはり教育委員会

としては、智頭の子どもたちというスタンスでいくと、自分の子どもとか孫とか

そういうスタンスじゃなしに、やはり智頭の子どもたちの安全安心を守るという

のは役場の仕事ですので、ユニークな子育てであろうが、やはりそこのところは

徹底してまいりたい、このように考えております。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  僕が質問したかったのは、自分の孫だったらそういう事故

にあった場合に、教育長さんだったらどのように対応されるのかという。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  私も孫が１人おりますけども、自分の孫だったらとか、

そういうことでどうのこうのって変わるということではなしに、やっぱりそうい

う智頭の子どもたちを守るというのが、我々の仕事だということです。ですから、

孫だからもうちょっと真剣にならないといけないとか、そういうスタンスで今回

のお答えは控えたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  職務にあるうちは、全ての町民も自分の孫のように接する

と。その自分の孫のように接するのであれば、しようがないで終わるものなのか
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どうなのかというところですよね。多分ですよ、自分の孫だったら本当に血相変

えてでもこれは何で起きたんだ、何か問題あったんじゃないかというふうに思う

人もいれば、しようがないで終わる人もいると思うんですよ。 

  でも、先ほどおっしゃったように、町民を守るという意味からいくと、しよう

がないで終わらせるのではなしに、もうなければ仕方がないですけれども、何か

その大多数の町民ではなしに、大多数の町民と自分の近親が同じような目にあっ

た場合と、何も違わないのは違わないと思うんですけれども、そこら辺自分の家

族だったら多分、違った行動になっていたような気もしないでもないけども、そ

れが町民でさえも同じような対応を迫られるというところが、その職務上の、教

育長も含めたその辛さだとは思うんですけれども。 

  そこら辺、自分の孫だったらって、自分の孫がそういうのに合うわけじゃない

んですけれども、何かその事故が起こった原因というものの追及の仕方に関して、

これでいいんだろうかなという疑問がちょっとあるんですけれども、そこら辺い

かがお考えですか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  私も、しようがないでは済まされる問題ではないと認識

しております。先ほども再三言いますように、何で起きたのか、起こさないよう

にするにはどう向きしたらいいのか、そこら辺のところを我々が預かっている保

育園、小学校、中学校の範疇だけではなしに、森のようちえん、そのほかいろい

ろな活動についても指導なり要請なり徹底してやっていきたい、このように考え

ております。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  本当に、自分自身がですけども、自分自身は本当に、自分

の子どもとかそういう感覚が全くなくて、それこそきょう午前中の答弁で、５歳

の虐待されたゆあちゃんという女の子の文章を見ると、というか聞かされると、

聞きたくないぐらいの感覚に陥るんですね。そういう意味で、本当に子どもたち

の安全というか、そういうのを本当にご尽力いただいているとは思うんですけれ

ども、さらにご尽力いただけたらと思いまして、次の質問に移らせていただきま

す。 

  続きまして、智頭町で不祥事、事故等が起きた場合、その事案は終わったこと

で執行部に任せておけばよく、それ以上質問すべきではないとの意見が議会内部
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にあり、憲法、判例でも担保された十分な質疑をはばかられる状態にあります。

そこで、今回は事案の究明、再発防止目的の質疑の是非についてお聞きしたいと

思います。 

  憲法１５条では「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と

明文化されており、不祥事、事故に対して質疑を尽くさなければ、全体の利益と

なる再発防止策を明確にできず、多くの住民が疑念、不安を抱くのは必然です。

平成９年最高裁でも、あらゆる面から質疑を尽くすことも必要であると判例で示

されており、個人のプライバシーは担保した上で、質疑に対する十分な回答をい

ただき、説明責任を果たすことが必要であると思います。 

  憲法５１条では、国会議員の免責特権について規定されており、平成１２年の

高裁で地方議員に関して以下のような判例も出ています。「民主主義政治実現の

ために、議員としての裁量に基づく発言の自由が確保されるべきことは、国会議

員の場合と地方議会議員の場合とで本質的に異なるものとすべき根拠はない」、

以上のような判決です。 

  憲法１５条、憲法５１条、過去の判例を念頭に置いた上で、不祥事、事故の詳

細把握並びに町民全体に安心を与える再発防止策構築目的の質疑の是非について、

町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  都橋議員の質問にお答えしますが、憲法５１条とか東京

高裁の判決とか、いろいろおっしゃいました。基本的には、私の思いというのは

不祥事、事故等が発生した場合は、十分な調査を行った上で再発防止策を策定す

るとともに、懲戒処分の基準に基づき処分を行っているということであり、そう

いう状況を勘案して、議会への説明とか公表を行っております。 

  少し具体的に、議員の何をお聞きになりたいのかというのが、ちょっと私も理

解ができない部分がありますので、もう少し具体的に私に対していただければと

思いますけども。何をご質問されたかちょっと、もう少し具体的におっしゃって

いただければ、私の思いというものもお答えできると思います、よろしいでしょ

うか。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  再発防止策というのですけども、いろいろ多分いろんな不

祥事とか事案があると思います。最近で起きたのは、ロシアの外務省の問題であ
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るとか、それこそ千葉大学で起きたＣＴ見落としの件であるとかというようなこ

とがあると思うんですよね。ロシアの件に関しては、それこそ被害者のプライバ

シーもあると思うんですけれども、医療事故に関しては原因究明と再発防止策に

ついて議論しようとすると、先ほど言ったロシアの件のプライバシーという話に

なります。 

  片や、先ほど教育長に質問した森のようちえんの事故もありますよね。で、そ

の森のようちえんの事故の再発防止策と原因究明、それと医療事故の再発防止策

と原因究明と、何かもしも明示できるというか、差があれば僕は納得できる差が

あれば、それ以上僕は質疑するつもりもございませんし、逆にその医療事故に関

してちゃんとした原因究明なり再発防止策ができているか、できていないかもわ

からないまま、このまま行政、智頭町としてそれをやみくもにしたまま、流れて

いくということ自体に僕はすごく怖さを感じるんです。 

  町長にお聞きしたいのは、医療事故と森のようちえんの事故と、結局同じ扱い

なのか、違う扱いなのか、というところをお聞きしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  医療事故と森のようちえんの事故、要するに教育長もご

説明しましたけども、事故に対して無関心であるはずはないわけでありますよね。

そういう事故の起きた医療事故にしろ、森のようちえんの事故にしろ、要は何が

原因でなぜこうなったのか、これは当然誰しも真剣に考えないといけない、これ

は当然のことであります。 

  今、医療事故というふうにおっしゃいましたけども、医療事故の場合はいろい

ろ専門家のプロフェッショナルがいらっしゃるわけですね。私ども素人が、自分

の感覚でああでもない、こうでもないと言うのではなくて、医療にもいろんな医

療ミスというか医療事故といいますか、あるいはその医療にかかった方が変な言

い方ですけども難癖なのか、いろんなケースがあると思います。 

  そうしたときに、何もわからないものがただやみくもにああでもない、こうで

もない、これはいかがなものかと。医療の場合は、特に専門家のプロジェクトが

ありますし、それから法的なものもございます。そういったものに対して、意見

を聞くなり、そういったきちっとした対応をするということに私は尽きると思う

ので、病院の医療事故っておっしゃいますけども、いろんなケースがあると思う

ので、私自身は正直言って医療の深いそういう知識もありませんし、そういった
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場合はやはり、そういう携わっていらっしゃるプロとか、そういう方に相談しな

がら物事は進めていかなければいけないなと。自分の素人の判断というのは非常

に危険であると、このように考えています。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  では、その原因究明も再発防止策も含めて全く示されない

中で、例えばですよ、その再発防止策とか原因究明に関しても、質疑する必要は

一切ないんだと。全て執行部に任せておけばいいんだという意見も、内部には少

数あるんです。少数というかあるんですけれども。 

  そのようなチェック体制として見た場合に、議会としてそれがチェック体制と

して果たして成り立っているのか、成り立っていないのかというところを、僕は

すごく疑問に思うんです。 

  そういう意味で、町長が医療事故起こった場合に「もう任せてくれ」と、「事

故は起こさないから」っておっしゃるのであれば、そのようにお答えいただきた

いですし、もうプロが見ていないような場合においては、そのような事故が再発

される可能性だって否定はできないわけなんですよね。そういうケースもあると

思うんです。 

  要するに任せておけばいいのか、それともちゃんと示していただけるのか、ど

うなのかというところをお聞きしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  要はケース・バイ・ケースでして、医療事故というのは

本当に素人でははかり知れない、要するに素人ですから、私も医療のそういう免

許も持っておりませんし、そういう人間がああでもない、こうでもないというの

は、かえって混乱するのではないかと。ですから、そういうもし医療的なミスが

起こった場合は、やはりそれは医療の専門家、免許を持っていらっしゃる、そう

いう深い見識を持っていらっしゃる方にお願いして、きっちり対応していただく

と。 

  でないと、素人の私の感情で、私は町長だからああでもない、こうでもないと

いうのは、むしろ混乱してしまいまして、かえって不幸になると思いますので、

そのあたりはきっちりと法律家もいらっしゃいますし、そういう方たちに相談し

ながら対応するということで、それが一番私はベターと思ってますから。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 
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○１番（都橋一仁）  その件に関しては大体わかりました。 

  次の質問なんですけれども、町長が例えば財布をなくされたときに、どういう

ふうな対応をされるかというのがちょっとわからないですけれども。二通りあっ

て、必死に探す人と、もうすぐに諦める人と。二通りにわかれると思うんですよ

ね。 

  今の終末期医療を考えた場合に、命がなくなりそうだと。なくなりそうだとい

ったときに、もう諦めますということが医療に関しては言えないのが、今の日本

の実情なんですよね、安楽死とか尊厳死に関して。必死で探して、必死で１秒で

も１分でも先延ばしするというのが医療として許されない、許されるところとし

て諦める行為自体もう許されないというふうに言われていて、それの条件として

１９９１年の東海大学で起きた安楽死問題で、１９９５年の横浜地裁の判例で治

療中止ができる要件が２つあって、１つは患者本人が納得していること、もう一

つは終末期で回復見込みがないというような、横浜地裁の２案件があるんです。 

  それを踏まえた上で、この質問をさせていただきたいと思います。智頭病院で

安楽死、尊厳死の判例を念頭に置いた上で、治療不開始、中止希望者への対応に

ついてお聞きしたいと思います。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  これは、ちょっと難しいですね、いかがなものでしょう。

これ、私は答えるべきものではないような気がしますね。これはちょっと答弁は

差し控えさせていただかないとわかりませんね。 

○議長（谷口雅人）  質問を続けられますか。 

  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  では、その不開始、中止に関する案件、その１９９１年の

東海大学の案件であるとか、１９９５年の横浜地裁の判例とかっていうのも、全

く調べられていないということでよろしいですか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  残念ですけども、私もその免許の医師も持っておりませ

んし、そういうことはよくわからないと、そういう状況です。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  さっきから免許の話をされるんですけれども、免許持って

いるか、持っていないかというのは、その行為をしていいかどうか。例えば、医
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者じゃない人がメスで切ったら傷害罪になるんですけども、医者だったら傷害罪

にならないというような、医師とか弁護士としてできること。弁護士だったら法

廷に立ってお金をいただくことはできても、素人はお金いただくことはできない

と。 

  話し戻りますけど、医師だからできることと、医師じゃないとできないことっ

ていうのはあります。その知識として入れようと思うのであれば、別にそれが医

師であろうと、それこそ弁護士であろうと興味を持って調べることによって、誰

でも同じような同等の知識を得られることは、僕は可能だと思っているんです。

それをきっちり勉強した上で、僕は全然弁護士でもないですし、医師でもないで

す。でも、その自分が調べた上において、法曹界の倫理という、法曹界のモラル

というんですか、そういうのにたがわないような質問をしているつもりなんです

けれども、その資格を持っている、持っていないにかかわらず、知識というのは

多分誰でも得られると思うので、そこも含めて全く入れられてないですか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  知識がないと言われればそれまでであります。１つだけ

ですね、今、私がこうやって都橋議員のご質問にお答えしているのは、智頭町長

の立場でお答えしております。私の仕事というのは智頭町民を幸せにすることと、

智頭町民が不幸にならない、不幸にならないような幸せになるような道筋を誘導

するというのが大きな役であると、このように日ごろから考えております。 

  その中で、今、ご質問なさった、要は知識を勉強すればいいじゃないかと、確

かにそうです。しかし、私にとって今、ご質問の知識というのを残念ながら、こ

れは恥ずかしいことかもしれませんけども、そういう医学的な知識はないという

思いですので、やっぱりこれは残念ですけども、何かこう答えようがないという

のが正直な気持ちでして、別に無視しているわけではありません。無視している

わけではありませんけども、安楽死とか尊厳死とか、そういう判例についてどう

だとかっていうことについては、やはり差し控えさせてもらったほうがいいんじ

ゃないかなと、何かそんな感じがします。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  私が議員になって最初の全協で、町長は専門家をそろえた

とおっしゃられたんですよね。別に町長が答えられなくてもいたし方ないと思う

んですけれども、病院を管理する実務者として、そういうような事例が起こった
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場合に、町民が当事者になるわけですよね。で、町民が当事者になって後で不幸

な事態にならないように、そのためにはどういうような基準を持っていらっしゃ

るのかなというのが気になって、この質問をさせていただいた次第なんです。 

  町長が答えられないのであれば、それはそれでいたし方ないですけれども、例

えば専門家がいらっしゃるのであれば、もし可能であればお聞きしたいとは思い

ますし、これに答えられなかったら次の質問にいかせていただきますので。 

○議長（谷口雅人）  都橋議員、行政の部分における体制の一般質問であります

ので、医療分野に対してのそういうものというのは、この場合答えられる範囲を

超えておりますので、質問の趣旨そのものも含めてですけれども、もとに返って

行政になじむ形の中での質問を続けていただかないと、いつまでたってもかみ合

いませんので、そのことを踏まえて続けられる意思がありましたら続けてくださ

い。 

  都橋議員。 

○１番（都橋一仁）  じゃあ、これにて質問を終わらせていただきます。 

○議長（谷口雅人）  以上で、都橋一仁議員の質問を終わります。 

  次に、岸本眞一郎議員の質問を許します。 

  ９番、岸本眞一郎議員。 

○９番（岸本眞一郎）  私は、新智頭図書館のことと、山林バンクについて質問

したいと思います。 

  まず、新智頭図書館ですが、今、工程表も、はや設計者の選定のためのプロポ

ーザルに進み、１次応募件数が県外３０、県内５件、計３５件にのぼり、７月１

日の最終審査までに数点に絞り込む段階までにきているようです。 

  私は、昨年１２月定例でもこの図書館について質問をし、答弁をいただきまし

たが、まだ懸念が残っています。 

  その１つが来館者数についてです。人口減少や読書の担い手である小中高大生

の読書好きが減っている。特に、学年が上がるほど活字離れが進んでいる。また、

知の拠点と言われた図書館も、飛躍的なＩＴの進展により、スマホなどで簡単に

あらゆることが調べられる時代になって、その足元が揺らいでいる状況で、目標

としている年間１万６，０００人をどう確保していくのかということであります。 

  もう１点は、火葬場の存続問題で大きくクローズアップされた施設の維持管理

費の問題が、新図書館においてはまだ本格的に議論されていないように思います。
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町民の中にも、議会報告会や火葬場調査特別委員会の地域での意見交換会の場で

も、図書館の新築の必要性や建設費、維持管理費についての不安等が多く出され

ました。 

  町民の疑問にも答える意味も含めて、教育長に答弁を求めるものです。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  岸本議員の新図書館の開館に向けての利用者数の確保、

また、これは３番のほうにも該当するのかな、維持管理費の点につきましてお答

えをしたいと思います。 

  議員もご心配のように、現在、智頭町の過疎化は顕著であります。出生数の低

下や、高校卒業後の都市部への人口流出など、幾つもの課題があります。また、

先般の新聞で大学生の５３．１％が、１日の読書時間をゼロ分と回答し、大学生

の読書離れが浮き彫りになったという記事も、私も読みました。この記事を見て、

私も図書時間の減少はスマートフォンの原因ではないか、また、電子書籍の普及

ではないか、いろいろと勘繰ったところですけども。 

  しかし、調べてみましたら、これは現在の大学生の高校までの読書習慣が全体

的に低かったことと、大学生が学生生活の中でアルバイト、課外活動等に追われ

るうちに、読書の時間が減っているということが影響しているようです。大学生

も読む人と読まない人の二極化が進んでいるようです。 

  一方、図書館、学校関係者に聞いてみますと、むしろ１０代の子どもは読書離

れどころか、読書をするようになってきていると聞いております。事実、智頭小

学校では昨年の児童１人当たりの平均貸出冊数が１２３冊と年々増加しており、

中学校も同様の傾向のようです。背景にあると思われるのは、朝の読書活動を文

部科学省が平成１３年に示したことによる部分と、本町の小中学校がお話し会で

あったり、ブックトーク、調べ学習等に学校図書館を積極的に活用している結果

だと考えます。 

  このように、小学校や中学校で学校図書館の利用も活発なことから、２年後の

新図書館開館時には、児童や生徒が利用したいと思える公共図書館となるよう目

指しております。 

  また、住民ワークショップからは、新図書館で読書をしたり、本を借りたりす

るだけではなく、住民の居場所や交流の場として活用が期待できます。開館後、
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なるべく早い時期に、図書館利用者数の目標としている１万６，０００人をクリ

アし、オーバーするよう、図書館サービスの一層の充実に努めてまいりたい、こ

のように考えております。 

  それから、維持管理費の点でありますけども、現在、設計者を選定していると

ころであり、建物の設計が確定しておりませんので、建物の維持管理費の算定に

つきましては現在のところできませんが、基本設計の施設設備、機能配置の方針

に維持管理を考慮し、経済性にすぐれた建物と掲げておりますので、今後設計者

と十分協議してまいりたい、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  今、教育長が答弁されたように、確かに子どもですね、

読書好きだと。それは、１つには学校の図書館機能、司書を配置し、智頭町が手

厚い政策をやっている。そして、中央図書館との連携が進んでいる、そういう成

果が出ているのではないかなと。その部分では、今、言われたように成果が出て

いるんですが、その子どもがだんだんに大きくなるにつれて、活字離れがしてい

くという現実もあるわけですね。 

  今、言ったように大学生になると５３％の人が、１カ月に１冊も読まないよう

な状況になっていく。それをまた若い人が、例えば全部地元に残って、そういう

子どもが、読書好きな人が残って利用するという状況であれば、そういう成果も

多分認められるんだと思うんですが、今、言ったように若い人は社会減というこ

とで、どうしても都市部に出ていく人が多い。で、これまで読書好きだった人も

高齢化が進んで、なかなか図書館に足が向かないようになってくるという現実の

中で、その１万６，０００人。 

  確か、これまでのこの図書館整備の資料の中にも平成２８年度でしたか、１冊

以上借りた人が年間に９９０人ぐらいという数字が出ていました。その核となる

人が複数回行かれるから、延べ人数として１万何千人になるということなので、

その核となる母体をふやさないと、その１万６，０００人は難しいのかな。 

  もう一つは、新しい機能として居場所づくりとか、いろんな催し物をする。多

分、そのことについては新築効果というようなこともあって、一時的には多分ふ

えると思うんですが、やはりここの１万６，０００人というのは結構、目標は大

きいほうがいいんですが、実現性についてやはりちょっと心配するところがある
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んですが、ここら辺のそのある程度の積み上げというか、積算したようなものと

いうのはないんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  新築効果を別にねらっているわけではないですけども、

やはり近隣からも、あるいはよその新築された施設を見ますと、近隣からも利用

者が入ってこられる、こういうようなことも考えられます。 

  図書館を建てたからといって、人口流出に歯どめがかかるかというと、なかな

か難しい部分はありますけども、やはり今、住んでおられる、また今後住み続け

ていただけるであろう住民の方々にやはり利用していただく。それが図書の貸し

出しだけじゃなしに、いろんな催しだとか事業だとか、そういう部分から利活用

をお願いしたいなと思っているところであります。 

  今さっき、１年間に１回以上図書館を利用した人数が、平成２９年は９２４人

ということでありました。個人貸し出しの利用者数は１万５２６人、個人貸し出

しの冊数は４万１，７８９冊ということでありますけども、これが２９年度の智

頭の図書館の数字でありますが、小学校の個人貸し出しは３万２，３０９冊なん

ですよね。中学校は８，８００冊ほどですけども、これは１年間トータルじゃな

しに１１カ月間という数字であります。ということで、今の子どもたちにはこの

図書館がすごい認知されている、そういうようなことが言えるんじゃないかなと

思っています。 

  １万６，０００人というのが、絵に描いた餅にならないように進めていかない

といけないと思っておりますけども、新図書館の開館１年目である平成３２年の

目標としては、５万６，６００冊を想定しておりまして、貸し出し利用者数につ

いては１万２，０００人を目標としております。 

  また、新利用登録者数についても、近年増加していることに加え、新図書館開

館の効果を考慮して、２００件を目標にします。そして、新しい図書館は面積や

機能が広がることで、より幅広い事業を住民の皆様と展開することができると考

え、参加人数の目標を２，５００人としております。 

  その他に、学習のためのスペースや多目的スペース、自由に過ごせる場所とし

ての利用等、多くの方に活用していただけるような図書館であることを目指して

おりますので、決して１万６，０００人が、スタート年度でぼんと１万６，００

０人はなかなか難しい部分があろうかと思いますけども、総合計画もうたってお
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りますように、そこら辺のところは一歩一歩クリアしていきたい、オーバーして

いきたい、そのように考えております。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  今、大体積算数字を聞かせていただきました。図書の利

用として１万２，０００人、その核となる人が２９年度は９２１人という話で、

やはり核となる図書貸し出し実人数ですね、実人数がやっぱり減ってきていると

いう、そこがもう一つこれから図書館機能というものをアピールして、住民にど

れだけ利用していただけるようにするかというのが、１つのポイントではないか

なという気がします。 

  学校図書のほうについて今、聞かされたように、本当にいい状況だと思うので、

逆に学校図書が充実しているということが、子どもたちが新図書館に平日学校が

終わってから利用するというのが、ちょっと動機づけが難しいのではないかなと

いう気がしますので、もう少しそこら辺の、多分備えている図書の数というか、

子どもたちが読みたい児童書も多くそろえるんでしょう。この統計の中にも智頭

図書館が貸し出している５０％が児童書だと、一般図書が３８％となっています

ので、一般図書の方は大人の方でしょうし、児童書が出るということは保護者の

親の方が、そういった児童書を読んでいるのかなということがうかがえますので、

そこら辺をもう少し充実をしてやっていく。催し物等であとの最後の４，０００

人ぐらいをということですので、そこら辺をしっかりやっていただきたいなとい

うぐあいに思います。 

  今、２番目の質問として内訳については、それも含めて聞かせていただきまし

たので、もう一つは維持管理費ですね。今、教育長が言われたように、まだ設計

図も基本設計もできていないのでわからないという話ですが、ちょうどこのたび

出ました、この総合計画の進行管理結果についてということで、この中で図書館

部分で見ますと２，８７２万円かかっているんですね、今の図書館部分で。これ

が多分面積が１，０００平米、人員も５人になるということになると、これの１．

何倍かに多分なるんだと思うんですが、大体こういう１つの今の現状をベースに

して、大ざっぱでも大体このくらいかなというのは見えませんかね、どうでしょ

うか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  今、２，８７２万円と言われましたけども、多分これは
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ほとんどが人件費であろうかと思います。今の現在の図書館は総合センターに間

借り状態ですので、光熱水費等につきましてはカウントできていません。今度は

新しい図書館は独立した単体になりますので、ここら辺のところは光熱水費であ

ったり、また新たな部分が発生してきます。ここのところは１倍とかそういう、

何倍になるのかというのは今のところわかりませんけども、設計の概要が決まり

ましたら、こういう部分で省エネ取り組んでますよとか、いろんな部分がご提案

いただけるんじゃないかなと思いますので、その設計者と今後十分協議していく

必要があろうかと、このように考えています。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  初めにもちょっと話したんですが、やはり今回の火葬場

の件で１つ大きな焦点になったのは、約年間９００万円の行政の負担、これが３

０年間で２億７，０００万円いるんだという、町民にとってはちょっとインパク

トの大きい数字が出てきたわけですね。 

  逆に言うと、そういう方式で当てはめると、今回の新図書館の維持管理費が年

間、例えば４，０００万円くらいかかるんだと。今、人件費だけで２，８００万

円ですから。で、それが利用がだんだんに少なくなっていくと、非常にコストの

重いものになってくるという心配が出てくるんです。 

  町民としてもそこら辺が、これから人口が減っていくのに、本当にこれだけの

大きな図書館が必要なのかという議論というのは、今の火葬場で言っている、本

当にこれから智頭町でこれだけのコストをかけて、維持管理していくのが妥当か

どうかという議論にもつながってきますので、まだ今のところは基本設計ができ

ていないので、そこら辺のコスト試算ができないということですが、今後そうい

うものをしっかり試算した上で、当然議会も含めて町民にも示していくような、

そういう考え方はあるんでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  今から幾らという想定もできないわけですけども、今度

建てる図書館にあっては、今の現在の人口に見合ったサイズということですので、

巨大なものを建てようというところではございません。１万６，０００人という

目標を掲げておりますけども、何とかその住民の二極化を、間をうめる施策を取

り入れてまいりたい、このように考えます。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 
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○９番（岸本眞一郎）  今、その規模については人口に合わせて過大でないとい

う話で、確かにその部分はそうでしょうが、でも基本的には人口というより、利

用する核の人数がどのくらいあるかというのが、本当は私は一番大事な数字では

ないのかな。 

  全国的に見て、図書館の利用者数は最大で３割だそうです、人口の。智頭町で

いきますと、今の９００人を人口７０００人で割ると、多分１５％ないぐらいな

割合になるんです。だとしたら、本来はそういうものを核にして、これくらいの

利用が想定するというのがいいのではないかな。もう既に基本計画できています

ので、それはもうひっくり返らないので難しいんですが、やはりこういう維持管

理とか将来を見据えた管理のあり方、規模のあり方というのは、そういうものを

しっかりとした試算の核にしていただけたらよかったのではないかなという気が

しますが、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  今現在、人口の１５％程度ということですけども、何と

かその３割に近づくようにもっていきたいと考えておりますし、今、中学校２年

生の子どもさんが２年後には高校になるわけですよね。図書館の利用も平日は確

かに昼間は少ない、学生は少ないですけども、そこの部分は夏休みであったり、

それから土日であったり、日曜日、今の休館日の設定は現行どおりの予定で進め

ておりますけども、そこら辺のところを何とか３割に近いような格好で持ち上げ

ていきたいなと思っております。 

  まだ業者が決まっておりませんので、そこら辺のところ何とも言いにくい部分

がありますけども、わかりました情報は我々執行部のうちにためるのではなしに、

議会を通じて住民のほうに公開してまいりたい、このように考えます。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  もう一つ私、この火葬場の件で１つ気がついた点があり

ました。それは、やはり議論というのが、初めから町民にこのことについてどう

でしょうかという議論の投げ方をしたときには、いろんな多様な意見が出てくる

んですね。 

  確かに、この図書館建設については町民の意見というのが、いろいろワークシ

ョップも含めて出されてきたんですが、よく考えてみると、やはりそれはいい図

書館が欲しいとか、図書が大好きだという、どっちかというと賛成の方という偏
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った形で、こういう話が進んできたのではないかなという気がするんですね。 

  私たちが、議会報告会とかいろんなところに出てくると、町民というのは何と

いうか、本当にこれが必要なのかという意見が率直に出てきたんですが、なかな

かふだんこれまでのやり方については、そういう不安を言う場面、教育課として

はオープンに皆さんに参加してくださいと呼びかけているというのは、それは間

違いではないのでいいんですが、結果としてその話の進め方がどっちかというと

偏った考え方で進んできて、いけいけになったような気がして、もうちょっとこ

ういういろんな事業をするときには、町民に初めからぽんとどうでしょうかとい

うことも大事かなというぐあいに考えました。これは、私の個人的な意見ですの

で。 

  では、次の質問に入りたいと思います。 

  今国会で成立した森林経営管理法は、所有者が伐採や造林、保育などの責務を

果たせなければ、立木伐採などの管理を第三者が行えるようにするもので、経営

管理権と経営管理実施権の２つの新しい権限を創設し、市町村や森林経営者に与

えるいわゆる森林バンク制度の創設です。あわせて、財源となる森林環境税も創

設して、林業行政が新たな段階に踏み出すというものです。 

  この背景には、８０万戸の林家の９割近くが１０ヘクタール以下の零細経営で、

高齢化も進み、山に入る機会が減り、管理が不十分で荒廃が進み、伐採期を迎え

ても切れない宝の持ちぐされが懸念されるからです。しかも、４分の１近くが不

在村地主で、持ち主のわからない山も多いからです。 

  智頭町では、このような状況を少しでも打ち破ろうとして、先進的な取り組み

として山林バンク制度を立ち上げて、集まった林地を自伐林家を目指す若者に管

理させているが、まだ面的な部分が弱いと思います。町長は、国の森林経営管理

法と財源を活用して山林バンク制度を伸ばしていくことが必要だと思いますが、

どう対応していくつもりなのかお尋ねします。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  岸本議員の山林バンク、これは今おっしゃったように、

国の森林バンク、それから町でも山林バンクという、そういう関係の中でのご質

問であります。 

  今、おっしゃったように、今国会で森林経営管理法、いわゆる森林バンク法が

成立し、平成３１年４月１日から施行されることとなりました。この法律は、こ
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れまでの森林・林業関係の法律にはなかった考え方で構成されています。具体的

には、森林所有者の責務として「適時に伐採、造林及び保育を実施することによ

り、経営管理を行わなければならない」と規定されており、この責務を果たせな

い場合に、市町村が経営管理権を持ち、意欲と能力のある林業経営者に経営を委

ねるなど、市町村が主体となった新たな森林管理システムによる、森林整備の推

進方策が示されております。 

  また、林業関係者の悲願であった森林環境税が、平成３６年度から課税が始ま

り、これに先立ち、森林環境譲与税が来年度から地方公共団体に配分されること

を含め、まさに林野行政の大きな転換期が到来していると感じます。 

  そういった中で、智頭町では国に先駆けて平成２８年度から、本町独自の制度

として山林バンクへの登録を進めております。この制度は、移住者を含めた自伐

型林家の活動フィールドの確保を目的とするものであり、２年間で約１０ヘクタ

ールの山林を登録しております。引き続き登録を進めるとともに、登録した山林

の活用について検討しているところであります。 

  そこで、国の森林バンク制度と似通った部分はあるものの、現時点で森林経営

管理法関連の政令や省令などが示されておらず、国の森林バンク制度の詳細な内

容が不明確な部分が多々あります。これらの詳細を把握しながら、町の山林バン

クとの関係を整理していきたい、このように考えております。 

  いずれにしましても、森林経営管理法のスキームと智頭の現状を照らし合わせ

ながら、新たな森林管理システムをうまく機能させつつ、国の重要文化的景観に

ふさわしい智頭町の山づくりを、林業関係者で一丸となって進めていきたい、こ

のように考えております。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  智頭の山林バンクの趣旨というのは、自伐林家を育成し

ようという考え方と、国の森林バンクというのは、やはり管理されない林地を国

というか、強制的に市町村に管理権を与えてやるというもので、ちょっと違いが

あるというのはわかります。 

  けれど、山林バンク制度の１つの弱いところは、登録するのが善意の第三者で

すね。やはり「うちがよう管理しないから、町が何とかしてもらえないでしょう

か」という、そういう申し出に基づいてするということで、今のところ去年の実

績では７．０３ヘクタールということで、とてもこういう面積だけでは自伐林家
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が生活していくというのは難しいと思うんです。 

  今、言ったように、そういう弱い部分を新しい森林経営管理法では町村にある

程度国が責任というか、管理できない山林を町村に責任を持たせようという部分

が見えますので、それについては環境税が使えるということなので、そういうこ

ともうまく活用しながら自伐林家のフィールドの場、仕事の場、両方ふやしてい

くということが考えられるのではないかなという気がするんですが、そういった

面でリンクできるのではないかなという気がするんですが、その辺についてはど

うお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今も申しましたように、智頭町の山林バンクとそれから

国の山林バンクは多少違うということもあるでしょうけども、要は、いよいよ国

が本腰を入れて、山に向かってきだしたと。いよいよこの長らく、正直に言いま

して日本の国土の７割弱が森林にもかかわらず、国は余り山に目を向けてこなか

ったと、政治家も。ところが、ここに至ってやっとこさ森林環境税、今言いまし

たけども、いよいよ国から税金をとって、国民から税をかけて、山をということ

がいよいよきたわけですね。 

  そういった中で、私は正直に、今までの森林組合の方式でただ委ねるだけで本

当にいいのかどうか。これは日本の全体が、要はどのまちにも県にも森林組合は

ございます。国は丸投げとは言いませんけども、要するに森林組合に頼ってきた

と。今まで何の疑問も持たないで、こういう９３％山のある智頭町も森林組合に

身を委ねてきたわけですけども、私はもうそろそろ森林組合を否定するわけでは

ありませんけども、やはりこの午前中にも大河原議員から、要するに人はどうす

るんだというようなご質問がありました。じゃあ森林組合にただ頼って、本当に

高齢者社会の中で、組合は新しい人材をどんどん発掘してくれるかどうか、これ

は非常に疑問であります。そういった面を町として今度は本腰を入れて、移住策、

そして定住策につなげて、若い人をどんどん外から引っ張ってくるんだと、とい

うような頭を切りかえないといけないと。 

  そういう中で、国に先駆けて平成２８年度から、智頭町の山林バンクを思いつ

いたということであります。これは、国もまだしっかりしたスタンスがない部分

もありますけども、要はいずれこれとリンクして、うまく回転させるような仕組

みを国が言うのを待ってじゃなくて、むしろ智頭町から先進的にしかけていって、
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９３％の山をいよいよ動かすという方向にもっていかないと、私はだめじゃない

かなと、そんな気がしておりますので。 

  これから自伐林家もしかり、そして森林組合とももう少し綿密な話し合いをし

ないと、このまま町が横を向くと、私は大変なことになるんじゃないかなと、そ

う思っておりますので、これから森林組合との話を、腹を割って１回話をしない

と、大きな方向転換ができないんじゃないかなと、そんなことを思っております。 

  いずれにしましても、大きな転換期にきていることは事実ですので、いよいよ

智頭町にお待たせしました、チャンスがきたなというようなにおいがプンプンと

するのは事実であります。そういった面で、これは一挙にこの高齢者社会にあっ

て、この智頭町の９３％の山の担い手をどうするか、これは大きなテーマとして

果敢に挑戦をしたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（谷口雅人）  岸本議員。 

○９番（岸本眞一郎）  この森林経営管理法は１つには、市町村の役割が大きく

なってくるんですね。そのときに受け皿となる意欲のある経営体を育てるという

側面と、町村が管理できない山林を管理権を発揮するという部分で、そうなると

やはり専門性の高い人がどうしてもいると思うんです。そこら辺を町としてどう

確保していくのか、育てていくのかということが課題になると思うんですが、そ

の辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（谷口雅人）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  当然であります。それで、ちょっと時間がありませんの

で、早口で言いますけども、平成１９年度から県の林業関係職員を派遣いただい

ており、役場職員の人材育成に一定の効果があらわれつつありますが、今後は県

と町の相互派遣も視野に入れておるところであります。 

  ことしから、地域林政アドバイザー制度を活用して、県の林業関係職員ＯＢを

役場の臨時職員として１名任用し、森林経営計画の認定に係る事業体との調整を

はじめ、林業担当職員への指導を担当させております。新たな森林管理システム

が動き出せば、その役割はますます重要なものとなってまいります。今後もこの

制度を活用し、林業の専門知識を持つ職員を育てていきたい、このように思って

おります。 

  いずれにしましても、今、言いましたように９３％の森林をさまざまな角度か
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ら活用するとともに、国の重要文化的景観にふさわしい林業景観を将来にわたっ

て引き継いでいくと、この体制をしっかり整えて、今までじっと我慢してきまし

た。材が安いにもかかわらず、山の裏側から見てみようと。 

  そういった中で、森林セラピー、不要だとおっしゃる方もおりますし、森のよ

うちえんしかり、いろいろありましたけども、そこは我慢で今日までやってきた。

そして、いよいよ新しい時代を２８年度からしかけて、国もこういう制度ができ

て、これに合体すると。今が一番いい時期にいよいよ入ったと、このように認識

しておりますので、頑張ります。 

  以上です。 

○９番（岸本眞一郎）  以上で、質問を終わります。 

○議長（谷口雅人）  以上で、岸本眞一郎議員の質問を終わります。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。 

 

散 会 午後 ２時３８分 
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